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持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の実現に向けて 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）とは、平成27（2015）

年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030 アジェンダ」に掲げら

れた国際目標で、平成28（2016）年から令和12（2030）年までの間に達成すべき17の目標

（ゴール）と、関連する169のターゲットで構成されています。 

「誰一人取り残さない」を基本理念とするとともに、持続可能な開発をめざすうえで重

要とされる社会・経済・環境の各側面からの総合的な取組に重点が置かれており、「美浜

町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画」でも、持続可能な開発目標の実現に向けた施

策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このうち、本計画に関係する目標 
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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨 

介護保険制度は平成12（2000）年4月に施行され、20年が経過しました。現在では、介護

保険サービス利用者は制度創設時の3倍を超えており、それに伴い介護保険サービス提供事

業所数も着実に増加してきました。その結果、介護保険制度は高齢者の介護になくてはな

らないものとして定着し、高齢者やその家族を支えるものとなっています。 

わが国では高齢化が進行しており、令和4（2022）年には高齢化率が28.8％と3割に近づ

きつつあります。一方、美浜町では、令和4（2022）年9月末で、高齢化率が32.4％となっ

ており、3人に1人は65歳以上の高齢者となっています。また、75歳以上の後期高齢者の割

合は、令和元年（2019）年から前期高齢者の割合を上回っており、今後も割合の増加が見

込まれています。こうした現状を踏まえ、今後の介護保険制度を維持していくことが重要

となっています。 

本町の介護保険事業計画は、団塊の世代が75 歳以上となる令和7（2025）年及び、現役

世代が急減する令和22（2040）年を見据えて、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でそ

の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように、医療、介護、介護予

防、住まい及び自立した日常生活の支援の包括的な確保に取り組んできました。 

現行の「美浜町高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画」では、「住み慣れた みはま 

で 支え合い いきいきと暮らせるまちをめざして」を基本理念として掲げ、地域包括ケア

システムの深化・推進、認知症施策の推進、在宅医療・介護連携の推進を重点的に取り組

んできています。 

本町では、第8期計画を踏まえ、新たに「美浜町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計

画」を策定し、地域包括ケアシステムの深化・推進とともに、高齢福祉、介護、障害福祉、

児童福祉、生活困窮者支援等の制度・分野の枠や「支える側」と「支えられる側」の従来

の関係を超えて、人と人、人と社会のつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助

け合いながら暮らしていくことができる包摂的な社会である「地域共生社会」の実現を目

指していきます。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、「老人福祉法」（昭和38年法律第133号）第20条の8の規定に定める高齢者福

祉計画と「介護保険法」（平成9年法律第123号）第117条の規定に定める介護保険事業計画

を一体のものとし、3年を1期として策定するものです。 

「第5次美浜町総合計画」並びに「第1次美浜町地域福祉計画」を上位計画とし、その他

の本町の関連計画との整合を図ります。 

また、国の基本指針や愛知県の計画とも整合を図り、方向性を示すものとします。 

 

■本計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 5 次美浜町総合計画 

第 1 次美浜町地域福祉計画 

美浜町高齢者福祉計画・ 

第 9 期介護保険事業計画 

・美浜町生涯活躍のまち基本構想・基本計画 

・第 2 次元気ばんざい！みはま 21 計画 

・美浜町国民健康保険データヘルス計画 

・第 3 次美浜町障害者計画 

・美浜町第 7 期障害福祉計画・第 3 期障害児 

福祉計画 等 

国（根拠法） 

・老人福祉法 

・介護保険法 

愛知県 

・第 9 期愛知県高齢者福祉 

保健医療計画 

・愛知県地域保健医療計画 

・第 6 期愛知県介護給付 

適正化計画 

知多半島医療圏域 

・知多半島医療圏保健

医療計画 
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３ 計画の期間 

本計画は、介護保険法第117条第1項に定められているとおり、3年を1期として策定して

おり、令和6（2024）年度から令和8（2026）年度までを計画期間としています。なお、高齢

者福祉計画も一体的に令和6（2024）年度から令和8（2026）年度までの3年間の計画として

策定します。 

これまでは、団塊の世代が後期高齢者となる令和7（2025）年を見通しながら計画を策定

してきましたが、本計画の期間内に令和7（2025）年を迎えることとなります。その先のい

わゆる団塊ジュニア世代が65歳以上になる令和22（2040）年に向け、中長期的な目標を示

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 7 期計画 

平 成 30 年 度

(2018 年度) 

～令和 2 年度

(2020 年度） 

第 8 期計画 

令 和 ３ 年 度

（2021 年度） 

～令和 5 年度

（2023 年度） 

第 9 期計画 

令 和 6 年 度

（2024 年度） 

～令和 8 年度

（2026 年度） 

＜令和 7 年（2025 年）までの見通し＞ 

＜令和 22 年（2040 年）までの見通し＞ 

令和 22 年 

（2040 年） 

令和 7 年（2025 年） 

団塊世代が 75 歳に 

 

団塊ジュニア 

世代が 65 歳に 

高

齢

者

福

祉

計

画 

介

護

保

険

事

業

計

画 

第 10 期計画 

令和 9 年度 

（2027 年度） 

～令和 11 年度 

（2029 年度） 
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４ 計画策定に向けた体制と取組 

（１）美浜町介護保険運営協議会の設置 

本計画の策定にあたり、本計画が現実に即した内容となるよう、老人クラブ代表者（被

保険者）や学識経験者、保健・医療・福祉分野の各関係者等から構成される「美浜町介護

保険運営協議会」を設置し、本計画の内容に関して検討します。 

 

（２）アンケート調査の実施 

本計画の策定にあたり、高齢者の現状や今後の暮らしの意向、サービス事業所の意向等

を把握することを目的として、アンケート調査を実施しました。 

対象者 調査方法 配付数 
有効回収数 

（有効回収率） 

町内在住の 65 歳以上の町民 

（要介護認定を受けていない人、要

支援・要介護認定者等）(R4.12 実施) 

郵送調査 2,000 件 
1,527 件 

（76％） 

町内のサービス事業所 (R5.8実施) WEB 調査 31 件 
23 件 

（74％） 

 

（３）パブリックコメントの実施 

本計画の策定にあたり、広く町民の意見を求めることを目的として、パブリックコメン

トを実施しました。（R5.12.25～R6.1.18） 

意見はありませんでした。 
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第２章 美浜町の高齢者を取り巻く状況 

１ 人口等の状況 

（１）人口の状況 

本町の総人口は減少しており、令和5（2023）年には20,949人、高齢化率は32.9％となっ

ています。今後の推計をみると、総人口の減少と少子高齢化が進行していくことが見込ま

れます。 

前期高齢者・後期高齢者人口割合は、令和元（2019）年で後期高齢者（75 歳以上）が前

期高齢者（65～74 歳）の割合を上回っています。今後の推計をみると、後期高齢者（75 歳

以上）が増加し続けることが見込まれます。 
 

■総人口と高齢化率の推移・推計 

資料：（～令和 5 年）住民基本台帳の実績値（各年９月末）、（令和 6 年～）コーホート変化率法による推計値  

 

■前期高齢者・後期高齢者人口割合の推移・推計 

資料：（～令和５年）住民基本台帳の実績値（各年 9 月末）、（令和６年～）コーホート変化率法による推計値  

2,429 2,346 2,259 2,168 2,089 2,017 1,932 1,869 1,803 1,722 1,639 
1,159 

13,002 12,843 12,648 12,430 12,225 12,042 11,813 11,583 11,407 11,189 10,970 
7,696 

6,704 6,742 6,826 6,837 6,861 6,890 6,942 6,978 6,949 6,978 6,992 

7,068 

22,135 21,931 21,733 

21,435 21,175 20,949 20,687 20,430 20,159 19,889 19,601 

15,923 

30.3 30.7 31.4

31.9 32.4
32.9 33.6 34.2 34.5 35.1

35.7
44.4

0.0

9.0

18.0

27.0

36.0

45.0

0

7,000

14,000

21,000

28,000

35,000

平成30年令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和22年

（人）

0～14歳 15～64歳 65歳以上 高齢化率

実績 推計
（％）

3,427 3,356 3,366 3,377 3,262 3,120 3,008 2,911 2,803 2,789 2,788 2,997

3,277 3,386 3,460 3,460 3,599 3,770 3,934 4,067 4,146 4,189 4,204
4,071
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49.8 49.3 49.4
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45.3
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58.3 59.7 60.0 60.1
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国勢調査により令和2（2020）年の高齢化率を全国、愛知県、近隣の自治体と比較すると、

本町の高齢化率は、全国や愛知県よりも高く、近隣の自治体では南知多町に次いで高くな

っています。 

 

■全国、愛知県、近隣の自治体との高齢化率の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年）  

 

国勢調査と国立社会保障・人口問題研究所による推計値により高齢化率の推移・推計を

全国、愛知県と比較すると、本町の高齢化率は、平成27（2015）年以降、全国や愛知県よ

りも高く推移しています。今後の推計をみると、令和22（2040）年には47.3％と、人口の

約半数が65歳以上の高齢者となることが見込まれます。 

 

■全国、愛知県との高齢化率の推移・推計の比較 

資料：（～令和２年）国勢調査、（令和７年～）国立社会保障・人口問題研究所による推計値  

30.3

24.3 25.1

38.8

24.8 26.5
22.0 21.4

27.8 25.9 24.7
28.0

0

10

20

30

40

50

美浜町 半田市 常滑市 南知多町 武豊町 阿久比町 東海市 大府市 知多市 東浦町 愛知県 全国

（％）

20.1

22.8 26.3
28.0

30.0
31.2

32.8

35.3

17.2

20.1

23.5 24.7
26.2 27.3

29.0

31.6

18.6

22.0

27.4

30.3

34.8

38.9

42.5 47.3

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年

全国 愛知県 美浜町

（％）
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（２）世帯の状況 

本町の世帯数は年々増加していますが、1世帯あたりの人員は減少しています。 

 

■世帯数と１世帯あたり人員の推移 

資料：住民基本台帳（各年９月末）  

 

本町の高齢夫婦世帯数及び高齢単身者世帯数は、どちらも年々増加しています。 

 

■高齢夫婦世帯数及び高齢単身者世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  
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（３）住居の状況 

国勢調査により令和2（2020）年の住居の状況を全国、愛知県、近隣の自治体と比較する

と、本町の持ち家率は全国や愛知県よりも高く、近隣の自治体では南知多町、阿久比町に

次いで高くなっています。また。65歳以上のいる世帯での持ち家率は全国や愛知県よりも

高く、近隣の自治体では南知多町、阿久比町に次いで高くなっています。 

 

（％） 

区分 美浜町 半田市 常滑市 南知多町 武豊町 

持ち家 69.8 66.0 68.1 85.2 68.1 

 うち 65 歳以上のいる世帯 92.5 86.7 91.1 96.4 89.7 

公営・公社等の借家 1.0 3.0 1.7 0.2 1.5 

 うち 65 歳以上のいる世帯 1.3 3.6 2.3 0.2 2.0 

民間の借家 23.8 25.7 21.9 6.6 20.4 

 うち 65 歳以上のいる世帯 5.4 8.8 5.8 2.5 7.2 

その他 5.4 5.3 8.2 7.9 10.0 

 うち 65 歳以上のいる世帯 0.8 0.9 0.8 0.9 1.1 

 阿久比町 知多北部 愛知県 全国  

持ち家 83.9 64.1 58.9 60.6  

 うち 65 歳以上のいる世帯 95.0 85.4 80.6 81.9  

公営・公社等の借家 0.0 2.4 5.1 4.8  

 うち 65 歳以上のいる世帯 0.0 3.5 7.4 6.4  

民間の借家 12.7 24.6 29.5 29.3  

 うち 65 歳以上のいる世帯 4.1 9.6 10.9 10.4  

その他 3.4 8.9 6.6 5.4  

 うち 65 歳以上のいる世帯 0.9 1.4 1.1 1.3  
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（４）要支援・要介護認定者の状況 

要支援・要介護認定者数は令和元（2019）年と令和4（2022）年に減少していますが、増

加をしています。 

認定率についても、要支援・要介護認定者数と同様の推移となっています。要支援・要

介護度の区分別にみると、平成29（2017）年から令和5（2023）年にかけて、要介護4が特

に増加しています。今後の推計をみると、いずれも増加が見込まれます。 

 

■要支援・要介護度の区分別認定者数の推移・推計 

 
※要支援・要介護認定者は第２号被保険者を含む 

 

■要支援・要介護度の区分別認定者数の推移・推計 

 

資料：要支援認定者、要介護認定者：（～令和５年）介護保険事業状況報告（各年９月末）、 

（令和６年～）独自推計値、 

高齢者人口：（～令和５年）住民基本台帳の実績値（各年９月末）、 

（令和６年～）コーホート変化率法による推計値    

  

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和12年 令和17年 令和22年

要支援１ 140 143 153 161 174 183 174 183 185 184 204 205 202

要支援２ 128 112 111 156 152 137 144 143 146 147 160 163 160

要介護１ 230 264 268 225 234 209 214 206 213 212 229 242 235

要介護２ 189 170 157 172 174 170 149 155 159 160 177 182 186

要介護３ 151 136 137 142 139 161 183 194 200 202 219 234 237

要介護４ 127 136 133 144 141 135 167 169 171 170 187 197 200

要介護５ 68 80 70 75 74 82 88 95 97 99 106 116 121

合計 1,033 1,041 1,029 1,075 1,088 1,077 1,119 1,145 1,171 1,174 1,282 1,339 1,341

高齢者人口 6,594 6,704 6,742 6,826 6,837 6,861 6,890 6,942 6,978 6,949 7,130 7,060 7,068

認定率(%) 15.7 15.5 15.3 15.7 15.9 15.7 16.2 16.5 16.8 16.9 18.0 19.0 19.0

実績 推計

（％）

140 143 153 161 174 183 174 183 185 184 204 205 202 

128 112 111 156 152 137 144 143 146 147 160 163 160 

230 264 268 225 234 209 214 206 213 212 
229 242 235 

189 170 157 172 174 170 149 155 159 160
177 182 186

151 136 137 142 139 161 183 194 200 202
219 234 237127 136 133 144 141 135 167 169 171 170
187 197 200

68 80 70 75 74 82 88 95 97 99
106 116 121

15.7 15.5 15.3 15.7 15.9 15.7 16.2 16.5 16.8 16.9
18.0

19.0 19.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

0

400

800

1,200

1,600

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和12年 令和17年 令和22年

（人）

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 認定率

実績 推計
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認定率を全国、愛知県、近隣の自治体と比較すると、本町の認定率は、全国や愛知県よ

りも低くなっています。近隣の自治体では、常滑市や半田市、知多北部広域連合より低く、

他の町より高くなっています。 
 

■認定率（全国、愛知県、近隣の自治体との認定率の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※知多北部広域連合は、東海市、大府市、知多市及び東浦町により構成  

資料：介護保険事業状況報告（地域包括ケア「見える化」システム 令和 5 年９月月報より）  

 

 

認定率を全国、愛知県と比較すると、本町の認定率は、平成18（2006）年以降、前期高

齢者・後期高齢者ともに全国や愛知県よりも低く推移しています。 

 

■認定率（全国、愛知県との認定率の比較） 

 

 

  

資料：介護保険事業状況報告（地域包括ケア「見える化」システム 各年 9 月月報） 

16.2
18.2 18.6

15.8
14.2 15.4

18.2 18.1
19.7

0

5

10

15

20

25

美浜町 半田市 常滑市 南知多町 武豊町 阿久比町 知多北部

広域連合

愛知県 全国

（％）

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

全国 4.8 4.5 4.4 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2 4.3 4.4 4.4 4.4

愛知県 4.3 4.1 4.0 3.9 4.0 4.1 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1

美浜町 3.5 3.5 3.2 3.4 3.3 3.4 3.6 3.6 4.0 4.0 4.1 3.9 4.0 3.7 3.8 3.7 3.4 3.4

全国 29.9 29.4 29.4 29.5 29.9 30.4 31.0 32.0 32.6 32.8 32.4 32.2 32.1 32.0 32.1 32.5 31.9 31.4

愛知県 27.6 27.3 27.2 27.1 27.4 27.7 28.3 29.2 29.7 29.8 29.5 29.1 29.1 29.0 29.0 29.3 28.9 28.5

美浜町 24.7 23.9 23.5 24.6 25.9 26.5 27.6 27.2 27.1 27.1 27.0 27.6 27.1 26.1 26.9 27.4 26.7 26.6

前期
高齢者

後期
高齢者
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■認定率（全国、愛知県との認定率の比較） 

 

 

 

調整済み認定率（認定率の多寡に影響する「第1号被保険者の性・年齢構成」の影響を除

外した認定率）を全国・愛知県と比較すると、全国・愛知県より軽度認定率（要支援1～要

介護2）、重度認定率（要介護3～要介護5）ともに低くなっています。また、近隣の自治体

と比較すると、重度認定率は武豊町、阿久比町に次いで低く、軽度認定率は半田市、知多

北部広域連合、常滑市に次いで高くなっています。 
 

■調整済み認定率の分布（全国・愛知県・近隣の自治体との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告および総務省「住民基本台帳人口」 

（地域包括ケア「見える化」システム 令和３年より）  

美浜町

全国

愛知県

半田市

常滑市阿久比町

知多北部広

域連合

南知多町

武豊町

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

4.0 5.0 6.0 7.0

調
整
済
み
軽
度
認
定
率

調整済み重度認定率

（％）

資料：介護保険事業状況報告（地域包括ケア「見える化」システム 各年９月月報） 
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全国（後期高齢者） 愛知県（後期高齢者） 美浜町（後期高齢者）
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２ サービスの状況 

（１）介護保険サービスの利用状況 

 令和 3（2021）年から令和 5（2023）年は、初めてのコロナウイルスの影響下にありま

したが、利用への大きな影響はありませんでした。 

① 居宅サービスの利用状況 

居宅サービスの利用状況を令和3（2021）年度と令和4（2022）年度で比較すると、訪問

介護、訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導などの利用人数が

増加しています。 

■居宅サービスの利用状況 

  

令和3年度 令和4年度 伸び率
回数 2,054 2,798 136.2%
人数 103 104 101.0%
回数 49 52 106.1%
人数 12 9 75.0%
回数 305 346 113.4%
人数 51 53 103.9%
回数 37 44 118.9%
人数 7 7 100.0%
回数 330 287 87.0%
人数 23 20 87.0%
回数 40 78 195.0%
人数 3 5 166.7%

居宅療養管理指導 人数 47 56 119.1%
介護予防居宅療養

管理指導
人数 1 1 100.0%

回数 2,580 2,506 97.1%
人数 231 228 98.7%
回数 573 591 103.1%
人数 81 81 100.0%

介護予防通所
リハビリテーション

人数 59 59 100.0%

日数 952 769 80.8%
人数 78 73 93.6%
日数 2 4 200.0%
人数 1 1 100.0%
日数 87 78 89.7%
人数 14 12 85.7%
日数 0 3 -
人数 0 1 -

介護予防短期入所
療養介護（⽼健）

短期入所生活介護

介護予防短期入所
生活介護

短期入所療養介護
（⽼健）

サービスの種類

介護予防訪問
リハビリテーション

通所リハビリ
テーション

通所介護

訪問リハビリ
テーション

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

介護予防訪問看護

令和3年度 令和4年度 伸び率
日数 0 0 -
人数 0 0 -
日数 0 0 -
人数 0 0 -

特定施設入居者
生活介護

人数 13 13 100.0%

福祉用具貸与 人数 307 300 97.7%
介護予防福祉
用具貸与

人数 96 105 109.4%

特定福祉用具購入費 人数 7 7 100.0%
特定介護予防
福祉用具購入費

人数 2 2 100.0%

住宅改修費 人数 6 7 116.7%
介護予防住宅改修 人数 4 3 75.0%
居宅介護⽀援 人数 470 449 95.5%
介護予防⽀援 人数 130 142 109.2%

回数 0 0 -
人数 0 0 -

認知症対応型
共同生活介護

人数 11 11 100.0%

介護予防認知症対応
型共同生活介護

人数 0 0 -

回数 544 508 93.4%
人数 41 40 97.6%

小規模多機能型
居宅介護

人数 1 1 100.0%

看護小規模多機能型
居宅介護

人数 0 1 -

地域密着型通所介護

サービスの種類

介護予防短期入所
療養介護（病院等）

認知症対応型
通所介護

短期入所療養介護
（病院等）
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② 施設サービスの利用状況 

施設サービスの利用状況を令和3（2021）年度と令和4（2022）年度で比較すると、介護

老人福祉施設は利用人数が減少しており、介護老人保健施設は利用人数が増加しています。

介護医療院は利用実績がありませんでした。 

 
■施設サービスの利用状況 

 
 
 
 
 
 

 

（２）介護保険給付費の状況 

介護給付費、介護予防給付費を令和3（2021）年度と令和4（2022）年度で比較すると、

いずれも地域密着型サービスを除き、増加しています。 

 
■介護給付費の状況      （千円）  ■介護予防給付費の状況      （千円） 

 
 

 
  

令和3年度 令和4年度 伸び率

介護⽼人福祉施設 人数 135 131 97.0%

介護⽼人保健施設 人数 61 69 113.1%

介護医療院 人数 0 0 -

サービスの種類

サービスの種類 令和3年度 令和4年度 伸び率
居宅サービス 616,671 625,532 101.4%

地域密着型サービス 85,791 82,449 96.1%
施設サービス 623,371 649,186 104.1%
居宅介護⽀援 84,611 85,738 101.3%

計 1,410,444 1,442,905 102.3%

サービスの種類 令和3年度 令和4年度 伸び率
居宅サービス 38,648 40,019 103.5%

地域密着型サービス 0 0 -
居宅介護⽀援 7,138 7,789 109.1%

計 45,786 47,808 104.4%
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（３）高齢福祉サービスの利用状況 

高齢福祉サービスの利用状況を令和 3（2021）年度と令和 4（2022）年度で比較すると、

「みはま寿講座」の受講者数、サロン等への参加者数が大きく増加しています。 

コロナウイルスの規制が緩和されたことが影響したと考えられます。 

 
■高齢福祉サービスの利用状況 

 
 

  

令和3年度 令和4年度 伸び率
「みはま寿講座」の受講者数 人 104 320 307.7%

シルバー人材センター登録者数 人 118 121 102.5%

特定健康診査受診率 ％ 36 36 102.2%

後期⾼齢者医療健康診査受診率 ％ 32 28 86.8%

サロン等への参加者数 人 827 1,919 232.0%

リハビリテーション専門職等の地域の取組への関与数 件 2 1 50.0%

認知症地域⽀援推進員数 人 0 9 -

迷い人捜索⽀援ツール（Ｍｅ－ＭＡＭＯＲＩＯ）の登録者数 人 14 8 57.1%

認知症サポーター養成講座の延べ参加者数 人 4,043 4,293 106.2%

「浜カッパいきいき電子＠連絡帳」の登録者数 人 111 109 98.2%

介護保険サービス事業所への運営指導回数 回 4 4 100.0%

個別事例の検討等を⾏う地域ケア会議の開催回数 回 6 5 83.3%

福祉避難所の開設協定を締結した事業所数 か所 7 6 85.7%

家族介護用品購入費補助事業利用件数 件 36 39 108.3%

サービスの種類
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（４）介護保険サービスの比較 

①受給状況の推移と比較 

令和4（2022）年の受給者数をサービス類型別でみると、平成29（2017）年に比べて在宅

サービス数は56人増加、居住系サービス、施設サービスは横ばいです。 

令和4（2022）年の利用率を他の地域と比較すると、在宅サービスは県より低く国より高

く、居住系サービスでは国・県より低く、施設サービスでは高くなっています。近隣の自

治体と比較すると、在宅サービスでは知多北部広域連合、南知多町に次いで低く、居住系

サービスでは最も低く、施設サービスでは南知多町に次いで高くなっています。 

 

■サービス類型別の受給状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
※利用率：受給者数÷認定者数  

資料：介護保険事業状況報告（地域包括ケア「見える化」システム 各年９月月報より） 

  

■利用率＜全国・愛知県・近隣の自治体との比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（地域包括ケア「見える化」システム 令和４年９月月報より）  

  

（単位︓人）
平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

1,033 1,041 1,029 1,075 1,088 1,077
在宅サービス 537 523 530 558 599 593
居住系サービス 24 23 25 24 21 24
施設サービス 197 208 207 205 204 201
在宅サービス 52.0% 50.2% 51.5% 51.9% 55.1% 55.1%
居住系サービス 2.3% 2.2% 2.4% 2.2% 1.9% 2.2%
施設サービス 19.1% 20.0% 20.1% 19.1% 18.8% 18.7%

認 定 者 数

受給者数

利用率
（認定者）
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（％）



16 

 

②総給付費に占める各給付費の構成比 

介護保険サービス別給付構成を比較すると、居宅サービスは国よりも高く、県より低く

なっています。地域密着型サービスは国・県よりも低く、施設サービスは国・県よりも高

くなっています。また、近隣の自治体で比較すると、地域密着型サービスでは最も低く、

施設サービスは最も高くなっています。 

全体の給付費に占める居宅サービスの給付費を比較すると、訪問系サービスは国・県よ

りも低く、通所系サービスは国・県より高くなっています。また、近隣の自治体で比較す

ると、訪問系サービスはどの市町よりも低く、通所系サービスは武豊町に次いで高くなっ

ています。 

 

■給付費の構成比（全国・愛知県・近隣の自治体との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：介護保険事業状況報告（地域包括ケア「見える化」システム 各年 9 月月報より）  

 

■居宅サービス給付費の構成比（全国・愛知県・近隣の自治体との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：介護保険事業状況報告（地域包括ケア「見える化」システム 令和 4 年９月月報より）  
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③ 第 1 号被保険者 1 人あたりの給付月額 

第1号被保険者1人あたりの居宅サービス給付月額を全国・愛知県と比較すると、「訪問

リハビリテーション」「通所介護」「短期入所生活介護」が多く、「訪問介護」「訪問看

護」、「居宅療養管理指導」「特定施設入居者生活介護」が少なくなっています。 

 

■居宅サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（地域包括ケア「見える化」システム 令和４年９月月報より）  

2,227

117

805

130

340

2,617

929

857

90

859

33

80

1,316

1,317

2,569

130

924

110

396

2,604

973

744

77

840

35

87

987

1,265

1,223

89

399

294

101

3,143

959

987

116

734

66

110

367

1,140

0 1,000 2,000 3,000 4,000

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

住宅改修

特定施設入居者生活介護

介護予防支援・居宅介護支援

全国 愛知県 美浜町

（円）
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第1号被保険者1人あたりの地域密着型サービス給付月額を全国・愛知県と比較すると全

ての項目で少なくなっています。実績のない地域密着型サービスについては、事業所が町

内にないことも要因の一つです。 

■地域密着型サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（地域包括ケア「見える化」システム 令和４年９月月報より）  

 

第1号被保険者1人あたりの施設サービス給付月額を全国・愛知県と比較すると、「介護

医療院」「介護療養型医療施設」の実績がなく、「介護老人福祉施設」「介護老人保健施

設」が多くなっています。 

 

■施設サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（地域包括ケア「見える化」システム 令和４年９月月報より）  

163

7

848

159

598

1,510

44

497

136

141

4

777

153

373

1,274

43

540

65

0

0

566

0

0

410

0

0

27

0 500 1,000 1,500 2,000

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

看護小規模多機能型居宅介護

全国 愛知県 美浜町

（円）

4,139

2,740

421

64

3,378

2,515

309

28

4,912

3,012

0

0

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設

全国 愛知県 美浜町

（円）



19 

 

9.0 69.1 15.5 2.6 3.8 

0% 25% 50% 75% 100%

高齢者（n=1,419)

9.7 

10.3 

8.8 

8.0 

6.2 

74.2 

70.8 

69.8 

64.3 

57.5 

11.4 

12.0 

16.9 

21.6 

22.6 

2.1 

2.2 

1.3 

2.0 

8.9 

2.6 

4.8 

3.2 

4.0 

4.8 

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 無回答

95.6 

86.4 

85.4 

73.4 

60.3 

0.3 

3.1 

4.5 

9.0 

13.0 

0.9 

2.4 

2.3 

4.5 

17.1 

3.2 

8.1 

7.8 

13.1 

9.6 

介護・介助は必要ない 何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている

（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）

無回答

83.6 4.7 3.8 8.0 

0% 25% 50% 75% 100%

高齢者（n=1,419)

３ アンケートからみる高齢者の状況 

＜65 歳以上の要介護認定を受けていない高齢者＞ 

（１）健康状態等について 

①健康状態（単数回答） 

『健康状態がよい』（「とてもよい」「まあよい」の計）人は、一般高齢者が78.1％とな

っています。『健康状態がよい』を年齢別にみると年齢が上がるほど低下し、85歳以上で

は63.7％まで下がっています。 
 

■主観的健康観 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②介護・介助の必要性（単数回答） 

「介護・介助は必要ない」が83.6％となっています。「介護・介助は必要ない」を年齢

別にみると年齢が上がるほど低下し、85歳以上では60.3％まで下がっています。 
 

■介護・介助の必要性 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高齢者（n=1,419) 

 

年
齢
別 

65～69 歳（n=341) 

70～74 歳（n=418) 

75～79 歳（n=308) 

80～84 歳（n=199) 

85 歳以上（n=146) 

高齢者（n=1,419) 

 

年
齢
別 

65～69 歳（n=341) 

70～74 歳（n=418) 

75～79 歳（n=308) 

80～84 歳（n=199) 

85 歳以上（n=146) 
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13.5 83.8 2.7 

0% 25% 50% 75% 100%

高齢者（n=1,419)

9.1 

17.6 

88.6 

79.4 

2.4 

3.0 

7.6 

9.1 

11.0 

20.6 

35.6 

90.0 

88.0 

86.7 

76.9 

60.3 

2.3 

2.9 

2.3 

2.5 

4.1 

該当（運動器機能の低下） 非該当 無回答

（２）生活機能評価等について 

①運動器の評価 

項目 問番号 質問項目 評価方法 

運
動
器 

問 2－Ｑ1 
階段を手すりや壁をつたわらずに昇っ

ていますか。 3 問以上、該当する選択肢（問 2Ｑ1～3 で「でき

ない」、Ｑ4 で「何度もある」または「1 度ある」、

Ｑ5 で「とても不安である」または「やや不安で

ある」）が回答された場合、該当者（運動器機能

の低下している高齢者）とした。 

問 2－Ｑ1 
椅子に座った状態から何もつかまらず

に立ち上がっていますか。 

問 2－Ｑ3 15 分位続けて歩いていますか。 

問 2－Ｑ4 過去 1 年間に転んだ経験がありますか。 

問 2－Ｑ5 転倒に対する不安は大きいですか。 

 

運動器の評価結果についてみると、13.5％が該当者となっています。 

性別では、男性は9.1％、女性は17.6％が該当者となっています。 

年齢別では、年齢が上がるにつれて該当者の割合が高くなり、85歳で35.6％が該当者と

なっています。 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

高齢者（n=1,419) 

 

性
別 

男性（n=674) 

女性（n=743) 

 

年
齢
別 

65～69 歳（n=341) 

70～74 歳（n=418) 

75～79 歳（n=308) 

80～84 歳（n=199) 

85 歳以上（n=146) 
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14.1 82.3 3.6 

0% 25% 50% 75% 100%

高齢者（n=1,419)

12.9 

15.2 

84.4 

80.3 

2.7 

4.4 

9.1 

9.6 

12.0 

20.6 

32.9 

87.4 

86.8 

85.4 

75.9 

61.0 

3.5 

3.6 

2.6 

3.5 

6.2 

該当（閉じこもり） 非該当 無回答

②閉じこもり 

項目 問番号 質問項目 評価方法 

閉
じ
こ
も
り 

問 2－Ｑ6 週に何回外出しますか。 

該当する選択肢（「ほとんど外出しない」または

「週 1 回」）が回答された場合、該当者（閉じこ

もり傾向のある高齢者）とした。 

 

 

閉じこもりの評価結果についてみると、14.1％が該当者となっています。 

性別では、男性は12.9％、女性は15.2％が該当者となっています。 

年齢別では、年齢が上がるにつれて該当者の割合が高くなり、85歳で32.9％が該当者と

なっています。 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

高齢者（n=1,419) 

 

性
別 

男性（n=674) 

女性（n=743) 

 

年
齢
別 

65～69 歳（n=341) 

70～74 歳（n=418) 

75～79 歳（n=308) 

80～84 歳（n=199) 

85 歳以上（n=146) 
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28.6

14.3

10.4

7.8

5.2

14.3

0.0

5.2

37.7

3.9

2.6

15.6

18.2

16.9

7.8

0.0

2.6

0% 25% 50% 75% 100%

脳血管疾患（脳卒中）

心疾患（心臓病）

悪性新生物（がん）

呼吸器疾患

腎疾患（透析）

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄

症等）

膠原病（関節リウマチ含む）

変形性関節疾患

認知症

パーキンソン病

難病（パーキンソン病を除く）

糖尿病

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴う

もの）

その他

なし

わからない

無回答

高齢者 n=77

＜要介護認定者＞ 

（１）抱えている傷病 

①本人が現在抱えている傷病（複数回答） 

本人が現在抱えている傷病についてみると、「認知症」が37.7％と最も高く、次いで「脳

血管疾患（脳卒中）」が28.6％となっています。 

 

 

■抱えている傷病 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

脳血管疾患（脳卒中） 

心疾患（心臓病） 

悪性新生物（がん） 

呼吸器疾患 

腎疾患（透析） 

筋骨格系疾患 
（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等） 

膠原病（関節リウマチ含む） 

変形性関節疾患 

認知症 

パーキンソン病 

難病（パーキンソン病を除く） 

糖尿病 

眼科・耳鼻科疾患 
（視覚・聴覚障害を伴うもの） 

その他 

なし 

わからない 

無回答 
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27.1

39.0

23.7

35.6

5.1

8.5

11.9

25.4

10.2

28.8

8.5

11.9

6.8

8.5

1.7

1.7

0.0

3.4

0% 10% 20% 30% 40% 50%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

高齢者 n=59

（２）介護者の状況 

①主な介護者が不安に感じる介護（複数回答） 

現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護等について

みると、「夜間の排泄」が39.0％と最も高く、次いで「入浴・洗身」が35.6％となっていま

す。 

 

 

■不安に感じる介護 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

身
体
介
護 

日中の排泄 

夜間の排泄 

食事の介助（食べる時） 

入浴・洗身 

身だしなみ（洗顔・歯磨き等） 

衣服の着脱 

屋内の移乗・移動 

外出の付き添い、送迎等 

服薬 

認知症状への対応 

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等） 

生
活
援
助 

食事の準備（調理等） 

その他の家事 

（掃除、洗濯、買い物 等） 

金銭管理や生活面に必要な諸手続き 

そ
の
他 

その他 

不安に感じていることは、特にない 

主な介護者に確認しないと、わからない 

無回答 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

本町においては、高齢者の生きがいと健康づくり、安心して暮らせるまちづくり、介護

保険制度の円滑な運営、地域包括ケアシステムの深化・推進を基本目標として、第8期計画

の取り組みを進めてきました。 

第9期計画の方針として、健康づくり、地域包括ケアシステムの深化、認知症施策の推進

等に注力するとともに、町民一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らし

ていくことができる地域共生社会の実現に向けて地域住民や多様な主体の取り組みを推進

していく必要があります。また、介護保険サービスを提供する介護人材の確保も喫緊の課

題であり、本町と愛知県や近隣市町と連携して対応していく必要があります。 

こうした方針や課題等を踏まえ、本計画においても、前回計画の基本理念である「住み

慣れた みはま で 支え合い いきいきと暮らせるまちをめざして」を継承し、3つの基

本目標に沿った施策を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住み慣れた みはま で 

支え合い 

いきいきと暮らせるまちをめざして 

 

基 本 理 念 
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２ 基本目標 

 

 
 

本町では、高齢者が心身ともに健康に過ごすことができるよう、住民の主体的な健康づ

くりと介護予防を推進する環境整備や生きがいづくりに取り組んできました。 

今後は、高齢者が生きがいや楽しみを持ちながら、充実した生活を送ることができる「生

涯活躍のまち」の実現に向けて、一人ひとりの状況に応じた健康増進や介護予防の取組、

高齢者の生きがいづくりを推進します。 

また、地域共生社会の実現に向けて、制度や分野の枠や「支える側」「支えられる側」

の関係を超えて、住民が支え合う地域づくりを目指します。 

 

 

 
 

これまで本町では、認知症高齢者への対応、在宅医療・介護連携の推進、介護保険サー

ビスの質的向上、制度の持続可能性の確保を進めてきましたが、今後、高齢化の進行や要

支援・要介護者のさらなる増加が見込まれており、要支援・要介護者を支えるサービス提

供体制づくりに向けて、介護保険サービスの充実を図っていきます。 

本町の重点的な課題として、令和5年の通常国会で成立した「認知症基本法」の施行や国

の認知症施策推進基本計画等今後の動向を踏まえながら、認知症高齢者への総合的な施策

を推進します。また、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けるため

に、在宅医療・介護連携の体制の強化を図ります。さらには、介護保険サービスの充実や

介護人材の確保、介護給付の適正化等を推進します。 

 

 

 
 

本町においては、高齢者がいきいきと地域で暮らすために、介護保険サービスの提供だ

けでなく、支え合いの仕組みづくりや高齢者の日常生活に対する多様な支援を展開してい

ます。また、高齢者が安心して地域で生活を送ることができるよう、住環境の整備、防犯・

防災対策、家族介護者への支援、高齢者の権利を守る取組等、様々な施策により生活環境

の確保に取り組んでいます。 

今後も、高齢者が地域で安心して暮らし続けることができるよう、生活支援の充実を図

るとともに、安心・安全なまちづくりを実現するための取組を推進します。 

 

  

 
基本目標１ 高齢者の生きがいと健康づくり 

 
基本目標２ 介護保険事業の円滑な運営 

 
基本目標３ 安心して暮らせるまちづくり 
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３ 施策の体系 

以下の施策の体系に基づき、施策を展開します。 

基本目標 施策の方向 施策 ページ 

1 

高齢者の生き

がいと健康づ

くり 

 

１ 生きがいづくり・

社会参加の推進 

（１）生涯学習・スポーツ活動等の充実 27 

（２）地域交流・活躍の場の提供 28 

【重点】 
２ 健康づくりと介

護予防・自立支援

の推進 

（１）高齢者の健康づくり事業の推進 30 

（２）介護予防・日常生活支援総合事業の推進 31 

２ 

介護保険事業

の円滑な運営 

【重点】 
１ 認知症施策の 

総合的な推進 

（１）認知症に対する理解促進 35 

（２）認知症の予防と早期発見、早期対応 36 

（３）認知症高齢者に対する生活支援 37 

【重点】 
２ 在宅医療・介護 

連携の推進 

（１）地域の実情に応じた在宅医療・介護連携

の推進 
39 

（２）切れ目のない在宅医療と介護の提供体制

の構築 
40 

（３）在宅医療への理解促進 41 

３ 介護保険サービ

スの質の向上 

（１）介護保険サービスの充実 42 

（２）介護保険サービス事業者への指導・助言 48 

４ 制度の持続可能

性の確保 

（１）介護人材の確保・育成と介護現場の生産 

性向上 
49 

（２）適正な利用の促進と介護給付の適正化 50 

３ 

安心して暮ら

せるまちづく

り 

１ 支え合いの仕組

みづくり 

（１）包括的支援体制の構築 53 

（２）地域の支え合い活動の推進 56 

２ 安心・安全な生活

環境の確保 

（１）快適な生活環境の確保 57 

（２）生活安全の推進 58 

（３）防災体制と災害時支援体制の充実 59 

３ 在宅生活を支え

る多様な支援 

（１）在宅高齢者のための生活支援 60 

（２）家族介護者への支援 61 

４ 権利擁護の推進 
（１）高齢者の権利を守る取組の推進 63 

（２）高齢者虐待防止に向けた取組の推進 64 
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第４章 計画の内容 

 

 

 

１ 生きがいづくり・社会参加の推進 

（１）生涯学習・スポーツ活動等の充実 

「人生100年時代」と言われる中、高齢者の生きがいづくりや社会参加がますます重要に

なってきています。 

本町では、生涯学習センターでの活動や教養講座等様々な活動の場や老人クラブやボラ

ンティア活動等地域の交流・活躍の場もたくさんあります。 

こうした様々な活動に参加を促進し、高齢者が生涯を通していきいきと心豊かに暮らし

続けられる環境づくりを進めていきます。 

 

 

【アンケート結果より】 

生きがいの有無については、「生きがいあり」が 65.8％、「思いつかない」が 27.6％

となっています。 

 

■生きがいの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=1,419 65.8 27.6 6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生きがいあり 思いつかない 無回答

 基本目標１ 高齢者の生きがいと健康づくり 
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①生涯学習センターの充実 

生涯学習センターにおいて多彩な生涯学習プログラムの提供に努め、住民の主体的な学

習活動を支援します。 

また、生涯学習活動に参加した高齢者が、地域の生涯学習活動の担い手として活動でき

る場の確保に努めます。 

 

②教養講座の開設（みはま寿講座） 

高齢者が豊かな生活を送ることができるよう、原則60歳以上の住民を対象とした生涯学

習講座「みはま寿講座」を開講し、学習の機会を提供するとともに、学習を通して仲間と

の交流を深めるきっかけづくりを行います。 

 

③高齢者向けスポーツ大会・教室等スポーツに親しむ場の整備 

高齢者が自分の体力や身体の状態に合わせて参加できるスポーツ大会や教室等を開催す

るとともに、より多くの住民の参加が得られるよう、参加しやすい環境や活動内容につい

ての検討を行います。また、美浜町運動公園及び美浜町総合公園の整備にあたり、高齢者

がスポーツ活動を行える場としての活用を検討します。 

だれもが気軽に運動やスポーツに親しむことができる拠点として、また地域の人々が集

まるふれあいの場として、スポーツ施設の有効活用に向けた運営手法の検討を進めながら、

みんなが安心・安全・快適に利用できるスポーツ環境の整備・充実に取り組みます。 

 

（２）地域交流・活躍の場の提供 

高齢者がいつまでも自分らしく暮らしていくためには、地域とのつながりを持ちながら、

生きがいややりがいを持つことが大切です。また、高齢者が活気ある豊かな生活を送るこ

とは、地域の活性化にもつながります。 

高齢者が生きがいや役割を持って暮らすことができるよう、豊かな経験や知識を活かし

て活躍できる場や交流の場の創出に取り組む必要があります。 

 

①老人クラブ 

老人クラブ活動を通じて、多様な分野への社会参加を促し、高齢者の生きがいづくり、

健康づくりを促進します。 

また、活動内容の魅力の周知や、開かれた運営等に対する支援を行い、参加の促進や活

動の活性化を図ります。 
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②世代間交流の推進 

多世代交流を促進するサロン活動や子ども食堂等の充実を図るとともに、交流の中で高

齢者が活躍できる場を提供できるよう、方策を検討します。 

 

③シルバー人材センターの活用 

高齢者が培ってきた職業的経験や技能を地域で有効に活かすことができるよう、概ね60

歳以上の住民を対象に、シルバー人材センターにおいて軽微な就労の機会を提供します。 

また、高齢者の社会参加の促進に向け、新規の就労機会の開拓や会員の能力開発、資質

向上など、活動に対する支援を行います。 

 

【指標の設定】 

指標 
現状値 

(令和 4 年) 

目標値 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

シルバー人材センター登録者数 121 人 140 人 150 人 155 人 

 

④ボランティア活動の支援（社会福祉協議会） 

ボランティア活動へ参加するきっかけづくりとして、社会福祉協議会においてボランテ

ィアに関する活動の支援、ボランティアネットワークの整備、ボランティア相談窓口の充

実等に取り組みます。 

また、社会福祉協議会が設置している「美浜町ボランティアセンター」により、ボラン

ティアグループ間のネットワークづくり等の支援を行うとともに、ボランティア活動を希

望する方、支援を希望する方への相談やボランティアコーディネートを行います。 

 

⑤農福連携の推進 

農福連携により、高齢者や障害のある人などの就労機会の確保や活躍の場を広げ、生き

がいを生み出すとともに健康づくりを支援します。 
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２ 健康づくりと介護予防・自立支援の推進【重点】 

（１）高齢者の健康づくり事業の推進 

本町においては、今後のさらなる高齢化が見込まれる中、健康診査や健康教室、健康相

談などの健康づくり事業、通いの場等においてフレイル状態に着目した疾病予防に取り組

むなど、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を進めてきました。 

今後は、高齢者が身近な場において健康づくりに主体的に取り組むことができるような

各種健康づくり事業と高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の充実を図っていきま

す。 

 

①健康診査及び各種検診、特定保健指導 

特定健診やがん検診等の受診勧奨を積極的に行い、また、その結果をもとに、特定保健

指導を実施し、生活習慣病の発症予防や重症化予防に取り組みます。 

 

②健康教育 

健康教室や介護予防教室等の機会を活用し、心身の健康づくりや生活習慣の予防・改善

に取り組むことの必要性、介護予防の重要性について啓発を行うとともに、気軽にできる

実践方法を紹介します。 

 

③健康相談 

医師や栄養士、保健師による個別健康相談を実施します。 

 

④高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

高齢者の健康づくりを支えるため、通いの場において、保健師や看護師による健康相談

やフレイルチェック、リハビリテーション専門職による専門的指導を実施するなど、高齢

者の保健事業と介護予防を一体的に実施します。 
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（２）介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

高齢者ができるだけ長く健康で活動的な状態を維持していくためには、介護予防の取組

を総合的に推進し、要介護状態になることを予防することが重要となります。また、要介

護状態になっても“本人ができることは、できる限り本人が行う。できる限り在宅で自立

した日常生活を継続することができるよう支援する”という介護保険制度の基本理念のも

と、高齢者の状態に応じた重症化予防の取組を推進することが求められています。 

本町においては、要介護状態をもたらす可能性がある疾病等を予防するために、介護予

防・日常生活支援総合事業や包括的支援事業などの地域支援事業を推進するとともに、介

護予防の総合的な推進に向け、一貫性を持ったマネジメントに基づく介護予防を実施して

いきます。 

 

 

【アンケート結果より】 

介護予防について町に力を入れてほしいことは、「健康診断後の支援」が最も高く、

次いで「外出先の充実」「健康づくりに関する講座の実施」が高くなっています。 

 

■介護予防について町に力を入れてほしいこと（上位 5 位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「特にない」「不明・無回答」を除いた上位 5 位 

  

健康診断後の支援    

外出先の充実        

健康づくりに関する講座の実施            

サロン・通いの場の充実                  

認知症に関する講座の実施                

28.8

14.9

13.5

13.0

11.0

0 10 20 30

n=1,419

（％）
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①一般介護予防事業 

■介護予防把握事業 

対象者の方に調査票を郵送し、地域の高齢者の実態に関する情報の収集・活用、支援を

必要とする高齢者の把握を行い、サービスの利用や介護予防活動等の参加へとつなげます。 

【指標の設定】 

指標 
現状値 

(令和 4 年) 

目標値 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

介護予防把握事業から新たな社会参加へ

つなげた人数 
  0 人 5 人 10 人 15 人 

 

■介護予防普及啓発事業 

介護予防の基本的な知識を普及するため、介護予防教室や歯科健康教室等の各種教室を

開催するとともに、パンフレットの配布等により事業への参加を促します。 

また、美浜町地域包括ケアシステム推進協議会にて、筋力向上や転倒予防を目的として

作成した体操「元気モリモリいきいき体操」等の普及啓発に努めます。 
 

【具体的事業】 

事業名 内容 

筋力向上教室事業 日本福祉大学及びみはまスポーツクラブと連携し、高齢者の筋力低下を

防ぐために、高齢者を対象に運動指導を行います。 

シルバーヘルス事業 10 名以上の高齢者が属する団体等の活動の場に、運動、栄養、口腔等に

関する専門職を派遣します。 

8020 推進事業 生涯を通じた歯科保健に関する意識の向上を図るため、口腔ケアの啓発

として、80 歳以上の方で 20 本以上の歯を有する方を表彰します。また、

若いうちからの啓発について検討します。 

元気はつらつ 65 町職員から介護保険制度についてと、リハビリテーション専門職から介

護予防についての説明会を開催します。 

 

【指標の設定】 

指標 
現状値 

(令和 4 年) 

目標値 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 

転倒の割合 20.8% 20.6% 20.4% 20.2% 

 毎年 0.2％改善することを目指します。 
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■地域介護予防活動支援事業 

住民主体の通いの場（サロン）の支援や住民向け出前講座をはじめとした事業を実施し

ます。 

また、介護予防に関するボランティア等の人材育成を目的とした研修を実施するととも

に、介護予防に資する地域活動組織の立ち上げに対する支援を行います。 

 

【具体的事業】 

事業名 内容 

サロン活動支援事業 高齢者の閉じこもりや身体機能の低下を予防し、健康で、自分らしく生

きていくことを目的に、地域で実施するサロン活動を支援します。高齢

者が身近な場所で活動することができるよう、各地区の公民館や老人憩

いの家等で実施します。 

 

 

■一般介護予防事業評価事業 

本計画で定める目標値の達成状況や介護予防事業の効果についての検証・評価を行い、

その後の事業実施や改善につなげます。 

 

■地域リハビリテーション活動支援事業 

ケアマネジャーが介護予防の視点をもって、アセスメントを実施できるよう地域ケア個

別会議等でリハビリテーション専門職の派遣事業の利用促進をはかる等、地域における介

護予防の取組の機能強化に努めます。 

 

【指標の設定】 

指標 
現状値 

(令和 4 年) 

目標値 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 

リハビリテーション専門職等の地域の

取組への関与数 
1 件 5 件 10 件 15 件 

 

②介護予防・生活支援サービス事業 

要支援者等の自立した生活の実現、社会参加の促進をめざし、自宅の掃除や洗濯等の生

活援助サービスや介護予防を重視したサービス等を提供します。また、介護予防に有効な

保健・医療専門職による短期集中予防サービス（通所型サービスC）とサービス利用終了後

の通いの場を充実させることを目標にします。 
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【具体的事業】 

事業名 内容 

訪問型サービス 要支援者等に対し、掃除や洗濯等、日常生活への支援を行います。 

通所型サービス 要支援者等に対し、機能訓練や集いの場等、身体機能や生活機能を改善

する通いの場を提供します。 

介護予防ケアマネジ

メント 

要支援者等に対し、介護予防・日常生活支援総合事業によるサービス等

が適切に提供できるよう、ケアマネジメントを行います。 

 

 

③介護予防強化部会 

高齢者が要介護状態等となることの予防や要介護状態等の軽減・悪化の防止を目的に、

介護予防に関する議題を検討し、住民自身が運営する体操教室や、人と人とがつながる通

いの場の拡大や参加等について協議と実行をしています。また、高齢者の自立支援を目的

に、リハビリテーション専門職等を活かした取組を検討します。 

 

  



35 

 

 

 
 

１ 認知症施策の総合的な推進【重点】 

（１）認知症に対する理解促進 

国では令和元（2019）年6月に「認知症施策推進大綱」が示され、その基本的な考え方と

して、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を

目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪として施

策を推進するとしています。また、令和5年に通常国会で成立した「共生社会の実現を推進

するための認知症基本法」の施行に向けて、今後策定される国の認知症施策推進基本計画

の内容を踏まえて、認知症施策を推進していく必要があります。 

本町では、こうした認知症施策の方向性を踏まえ、認知症になっても地域で安心して暮

らすことができる環境づくりに向けて、住民が認知症を正しく理解するための啓発や本人

発信支援、相談窓口の周知を図っていきます。 
 

①認知症への理解を深める普及・啓発 

住民の認知症に対する理解を深めるため、認知症おたすけブック（認知症ケアパス）や、

町広報誌、ホームページ、講演会等を活用し、正しい知識の普及や認知症の本人が発信す

る場づくりを進めます。 
 

➁認知症に関する相談窓口の周知・早期対応の体制づくり 

役場や地域包括支援センター等で認知症の家族やヤングケアラー等の相談を受けること

ができる相談窓口について広く周知を図り、相談から早期対応につなげられるような体制

づくりを進めます。また、生活困窮分野、障害分野、児童福祉分野などの複合的な課題を

持つケースにおいて庁内で連携を図り、適切に対応していきます。 
 

③認知症カフェ 

認知症高齢者やその家族、認知症について不安がある方等が身近な場所で集い、地域の

情報を交換したり、相談する場として「認知症カフェ」の開催を支援し、参加者同士の交

流を促進します。 

 

【アンケート結果より】 

認知症に関する相談窓口の認知度は、「いいえ」（知らない）が 70.3％、「はい」（知

っている）が 23.7％となっています。 
 

■認知症に関する相談窓口についての認知度 

 

 

 

 n=1,419 23.7 70.3 6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい （知っている） いいえ（知らない） 無回答

 基本目標２ 介護保険事業の円滑な運営 
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（２）認知症の予防と早期発見、早期対応 

認知症高齢者が増加する中、医療と介護の連携による適切な支援が重要となっています。

特に、認知症の予防と進行の抑制には、早期の発見・対応が重要であるため、関係機関が

連携を図りながら、認知症高齢者を支援する仕組みづくりが不可欠となります。 

認知症になってもできる限り住み慣れた環境で暮らせるよう、早期診断・早期対応が行

える体制や医療・介護保険サービスの一体的提供が行える体制の整備に取り組んでいきま

す。 
 
 

【アンケート結果より】 

認知症の方への支援に必要なことは、「認知症の早期発見への取り組み」が最も

高く、次いで「認知症に関する介護保険サービスや福祉サービスの充実」「認知症

に関する相談窓口の充実」が高くなっています。 

 

■認知症の方への支援に必要なことは（上位 5 位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 認知症予防の推進 

地域包括支援センターにおいて、認知症予防に関する情報提供や認知症予防の視点を取

り入れた介護予防事業を行うとともに、サロン活動などの交流事業への参加を呼びかけま

す。 
 

②認知症初期集中支援チーム 

認知症サポート医や看護師、作業療法士等の専門職で構成する「認知症初期集中支援チ

ーム」を「美浜町地域包括ケアシステム推進協議会」の下部組織「認知症施策推進部会」

に設置し、認知症の方とその家族、認知症の疑いがある方に対して早期支援を行います。 

また、適切な医療や介護保険サービスへつなげることができるよう、関係機関等との連

携強化を図ります。 

  

認知症の早期発見への取り組み

認知症に関する介護保険サービスや福祉
サービスの充実

認知症に関する相談窓口の充実

病院やかかりつけの医師における、認知症
に関する医療サービスの充実

認知症の方や介護する家族に対する地域、
職場からの理解と支援

45.3

40.1

34.9

28.2

23.0

0 10 20 30 40 50

n=1,527

（％）
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③認知症地域支援推進員 

認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、医療・介護・地域

をつなぐ役割を担う「認知症地域支援推進員」の活動により、認知症の方の容態に応じた

サービスの提供や相談支援を行います。 

 

④認知症おたすけブック（認知症ケアパス）による普及啓発 

認知症についての相談先や接し方がわかる「認知症おたすけブック（認知症ケアパス）」

を住民に対して周知し、認知症に関する理解促進を図ります。 

 

（３）認知症高齢者に対する生活支援 

認知症は老いに伴う病気のひとつで、認知機能の低下により、日常生活や社会生活に支

障をもたらします。そのため、認知症高齢者の生活ニーズに対応した多様な生活支援サー

ビスの展開が求められます。 

認知症になっても自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の

見守り活動の充実や認知症ケアを担う人材の育成等に取り組みます。また、認知症の方を

単に支えられる側と考えるのではなく、認知症であっても社会で活躍し、よりよく生きて

いくことができるような環境の整備を進めていきます。 

 

①認知症施策推進部会 

「認知症施策推進部会」において、認知症初期集中支援チームの活動状況の検討を行う

とともに、地域の関係機関の間で福祉ネットワークを構築し、認知症の方とその家族に対

する支援の充実を図ります。 

 

②認知症迷い人ＳＯＳ情報ネットワーク事業の普及 

認知症高齢者等の行方不明の防止や行方不明時の発見活動を円滑に行うため、住民をは

じめ、企業や事業所、各種団体等に対し、町広報誌、ホームページ等を活用して事業の周

知を図ります。 

 

③認知症サポーター養成講座 

住民や介護保険サービス事業所、福祉関係者、企業等を対象に、認知症に関する基礎知

識や具体的な対応方法、支援のあり方などを習得する「認知症サポーター養成講座」を実

施し、認知症の理解促進、地域の見守り強化を図ります。 

また、小・中学校等においても「認知症サポーター養成講座」が実施できるよう、機会

の確保に努めます。 

 

【指標の設定】 

指標 
現状値 

(令和 4 年) 

目標値 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 

認知症サポーター養成講座の延べ参加者数 4,293 人 4,500 人 4,600 人 4,700 人 
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④認知症サポーターフォローアップ講座の開催 

認知症サポーターを対象に、「認知症サポーターフォローアップ講座」を開催し、認知

症サポーターのステップアップを図ります。 

また、認知症サポーターフォローアップ研修会の修了者をオレンジリーダーとして任命

し、認知症の方やその家族と認知症サポーターをつなぐ仕組みである「チームオレンジ」

の整備に向けた体制づくりを検討します。 

 

【指標の設定】 

指標 
現状値 

(令和 4 年) 

目標値 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 

認知症サポーターフォローアップ講座の参

加者 
0 人 20 人 40 人 60 人 

 

⑤若年性認知症への支援 

認知症地域支援推進員や地域包括支援センターをはじめとする関係機関の連携により、

日常生活への支援や就労・社会参加への支援等、様々な分野にわたる支援が一体的に行え

るよう、体制の整備に取り組みます。 
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２ 在宅医療・介護連携の推進【重点】 

（１）地域の実情に応じた在宅医療・介護連携の推進 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継

続的な在宅医療・介護を提供することが重要となっています。 

本町では、「知多半島医療圏保健医療計画」を踏まえ、町内外の医療・介護の関係団体

が連携し、多職種協働により在宅医療と介護を一体的に提供できる体制を構築していきま

す。また、県や保健所の支援を得ながら医師会等と緊密に連携し、地域の関係する団体の

連携体制を構築していきます。 

 

①地域の医療・介護資源の把握 

「在宅医療・介護連携部会」を通じて、地域の医療・介護資源の実情を定期的に把握し、

医療機関や薬局、介護事業所等と情報を共有します。 

 

②在宅医療・介護連携の課題への対応の協議 

在宅医療・介護連携の現状と課題に対して、対応策等の検討を行い、「美浜町地域包括

ケアシステム推進協議会」にて検討を図ります。 
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（２）切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

人生の最期まで続けられることを目指して、日常の療養生活の支援、急変時の対応、入退

院支援、看取りといった在宅医療と介護保険サービスが連携した対応が求められる4つの場

面における取組を評価・改善し、希望する看取りが行えるような体制の整備に努めます。 

 

①在宅医療・介護関係者の研修の実施 

在宅医療と介護の連携を実現するため、医療・介護関係者等の協力を得ながら、多職種

での研修会を行います。 

 

②美浜町在宅医療・介護連携ガイドラインの活用、身寄りのない人への支援に関するガイ

ドラインの作成 

「美浜町在宅医療・介護連携ガイドライン」を活用し、入退院時における多職種連携を

推進し、「身寄りのない人への支援に関するガイドライン」を作成し、身寄りのない人へ

の支援を推進します。 

 

③医療・介護関係者の情報共有の支援 

切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提供されるように、情報連携シートの活用を進め

ます。また、医療・介護等の多職種連携を支える情報共有システムである「浜カッパいき

いき電子＠連絡帳」の普及・活用に努め、医療・介護関係者間での情報の共有化を支援し

ます。 
 

【指標の設定】 

指標 
現状値 

(令和 4 年) 

目標値 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 

「浜カッパいきいき電子＠連絡帳」の情報交

換の延べ人数 
308 人 400 人 500 人 600 人 

 

④在宅医療・介護連携に関する相談支援 

在宅医療と介護の連携を支援するため、知多郡医師会在宅医療サポートセンターの協力

を得ながら相談窓口の運営を行い、医療・介護関係者等からの相談に応じます。 

 

⑤近隣医療機関等や近隣市町との連携 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、「知多半島医療圏保健医療計画」と

の整合性を図り、多職種協働による在宅医療・介護連携の推進に取り組みます。 

また、「浜カッパいきいき電子＠連絡帳」を活用し、近隣医療機関等や近隣市町と連絡

調整、情報交換に努め、広域連携が必要な事項についての協議を行います。 
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（３）在宅医療への理解促進 

さらなる高齢化の進展により医療ニーズが高い後期高齢者が増加すると予測されている

中、医療や介護が必要になった場合でも、高齢者の多くが慣れ親しんだ自宅での生活を希

望しているのが実情となっています。そのため、医療と介護の連携を進め、在宅医療ニー

ズへ適切に対応していくことが求められています。 

住民が在宅医療・介護連携について理解を深めてもらえるよう、講演会の開催などによ

り引き続き普及啓発します。また、自分自身が望む人生の最終段階での医療やケアについ

て前もって考え、信頼できる人や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組で

あるＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）※について啓発を進めます。 

 

 

【アンケート結果より】 

「人生会議」「ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）」についての理解は、「知

っている」が 10.3％、「言葉を聞いたことはある」が 16.6％、「知らない」が 66.2％

となっています。 

 

■「人生会議」「ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）」についての理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域住民への普及啓発 

在宅医療・介護に関する講演会の開催等により、住民の在宅医療への理解を促進します。 

また、地域の医療機関や薬局の協力を得ながら、住民が在宅医療や在宅での看取りの経

験者の話を聞くことができる機会の提供に努めます。 

ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）については、リーフレットを活用し、住民

講演会やサロン等を通して周知に努めます。 

 

※万が一のときに備えて、どのような治療やケアを希望するかについて、家族等やかかりつけ医等と繰
り返し話し合うこと（愛称「人生会議」） 

  

n=1,527 10.3 16.6 66.2 6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている

言葉を聞いたことはある

知らない

無回答
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３ 介護保険サービスの質の向上 

（１）介護保険サービスの充実 

介護を必要とする高齢者の増加とともに、介護離職の増加が社会問題となる中、介護保

険サービスへのニーズがさらに高まっていくことが予測され、必要とするサービスを必要

なときに利用できる体制の確保が重要になっています。 

特に地域包括ケアシステムの深化・推進においては、居宅系サービスの充実が重要にな

っています。また、さらなる高齢化の進展により、中重度の要介護高齢者、認知症高齢者

が増加することが見込まれるため、地域密着型サービスの基盤整備も求められています。 

本町においては、介護保険サービスを提供するヘルパー等の高齢化が課題となっており、

人材不足の一面はありますが、利用に波もあり、慢性的にサービスが不足しているという

状況ではないと考えられます。また、訪問介護や訪問看護など訪問系サービスの利用が全

国や県と比べて利用が少ない傾向はありますが、アンケート結果からも通所介護を希望す

る声が多いことから、一概に利用が少ないことがマイナスではなく、現在提供されている

サービスが、今後も継続して提供されるよう努めていきます。 

今後も、利用者のニーズに応じた適切なサービスが提供できるよう、介護保険サービス

事業所との連携を図り、サービスの充実を図っていきます。 

  

 

【アンケート結果より】 

国や行政が重点を置くべき施策は、「在宅介護サービス（ホームヘルパー・デイ

サービスなど）の充実」が最も高く、次いで「ひとり暮らし、または高齢者世帯

に対する支援の充実」「入所施設（特別養護老人ホーム・介護付有料老人ホームな

ど）の整備」が高くなっています。 

 

■国や行政が重点を置くべき施策（上位 5 位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

在宅介護サービス（ホームヘルパー
・デイサービスなど）の充実

ひとり暮らし、または高齢者世帯に対する
支援の充実

入所施設（特別養護老人ホーム・介護付
有料老人ホームなど）の整備

在宅医療（訪問診療・訪問歯科診療・訪問
看護・訪問薬剤管理指導など）の充実

在宅で介護をする家族に対する支援の充実

48.1

47.6

40.1

39.1

36.3

0 10 20 30 40 50

n=1,527

（％）
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【アンケート結果より】 

今後利用したい介護保険サービス（住宅改修、福祉用具以外）は、「通所介護（デ

イサービス）」が最も高く、次いで「ショートステイ」「訪問介護（ホームヘルプサ

ービス）」「訪問看護」が高くなっています。 

 

■今後利用したい介護保険サービス（住宅改修、福祉用具以外）（上位 5 位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」「今後利用しない」を除いた上位 5 位 

 

 

 

 

【介護保険サービス事業所アンケートより】 

現在供給が不足していると感じているサービスと、今後需要の増加が予測される

サービスは、ともに「訪問介護」が第 1 位となっています。 
 

■現在不足していると感じる介護保険サービス、今後増加が見込まれる介護保険 

サービス 

 供給が不足していると感じるサービス 需要の増加が見込まれるサービス 

第 1 位 訪問介護 訪問介護 

第 2 位 

訪問入浴介護、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護、夜間対応型訪問介

護 

短期入所生活介護 

第 3 位 居宅療養管理指導（歯科） 訪問看護 

第 4 位 訪問リハビリテーション 住宅改修 

第 5 位 

居宅療養管理指導（医院）、介護老人

福祉施設、看護小規模多機能型居宅

介護 

訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護 

  

通所介護（デイサービス）                

ショートステイ      

訪問介護（ホームヘルプサービス）        

訪問看護            

訪問入浴介護        

53.2

39.0

14.3

14.3

11.7

0 10 20 30 40 50 60

n=77

（％）
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①居宅（介護予防）サービス 

支援や介護が必要な高齢者が住み慣れた自宅で暮らし続けることができるよう、介護保

険サービス事業所との連携により居宅サービスの充実を図ります。 

【サービスの種類】 

サービス 内容 町内事業所数

（R5.11.1 現在） 

訪問介護 ホームヘルパー等が家庭を訪問し、入浴、排泄、食事等の介護や身

のまわりの世話を行います。 
 5 

訪問入浴介護 要介護認定者等の家庭を訪問し、家庭内に浴槽を持ち込んで入浴の

サポートを行います。 
    0 

訪問看護・介護

予防訪問看護 

主治医の判断に基づき、看護師が家庭を訪問して療養上の世話や必

要な診療の補助を行います。 
    3 

訪問リハビリテ

ーション・介護

予防訪問リハビ

リテーション 

主治医の判断に基づき、理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問し

て日常生活の自立を助けるための機能訓練を行います。 
    9 

居宅療養管理指

導・介護予防居

宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が家庭を訪問して療養上の

管理や指導を行います。     20 

通所介護 デイサービスセンターで、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日

常生活の世話や機能訓練を行います。 
    7 

通所リハビリテ

ーション・介護

予防通所リハビ

リテーション 

介護老人保健施設や病院等で、心身の機能の維持回復や日常生活の

自立を助けるための機能訓練を行います。 
    3 

短期入所生活介

護・介護予防短

期入所生活介護 

一時的に特別養護老人ホーム等に入所してもらい、食事や入浴、そ

の他の日常生活上の支援や機能訓練などを行います。     1 

短期入所療養介

護・介護予防短

期入所療養介護 

介護老人保健施設や病院等に短期間入所してもらい、医師や看護職

員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを

行います。 

    1 

特定施設入居者

生活介護・介護

予防特定施設入

居者生活介護 

有料老人ホームや軽費老人ホーム（ケアハウス）において特定施設

サービス計画（施設ケアプランに相当）に沿って、入浴、排泄、食

事等の介護保険サービス、調理、洗濯、掃除等の家事援助サービス、

生活や健康に関する相談等、要介護認定者が日常生活を送るにあた

って必要なサービスを提供します。 

    3 

福祉用具貸与・

介護予防福祉用

具貸与 

日常生活上の自立を助ける用具や機能訓練のための用具、福祉用具

の貸与を行います。     0 
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サービス 内容 町内事業所数

（R5.11.1 現在） 

特定福祉用具販

売・特定介護予

防福祉用具販売 

日常生活上の自立を助ける用具のうち、貸与になじまない排泄、入

浴に関する用具について、その購入費用に対して保険給付を行いま

す。 

    0 

住宅改修・介護

予防住宅改修 

居宅での手すりの取り付け、段差の解消等、小規模な改修費用の一

部を支給します。 
    0 

居宅介護支援・

介護予防支援 

在宅サービス等を適切に利用できるよう、ケアマネジャーが心身の

状況や環境、本人や家族の希望を受けて、利用するサービスの種類、

内容等の計画を作成するとともに、サービス提供のために介護保険

サービス事業所等との連絡調整を行います。 

    9 
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② 地域密着型（介護予防）サービス 

地域密着型サービスは、本町では、認知症対応型共同生活介護と地域密着型通所介護の

サービスが提供されています。地域密着型サービスである小規模多機能型居宅介護はサー

ビス提供の希望が少なく、他市町の事業所でまかなっていましたが、現在は利用がありま

せん。こうした現状を踏まえつつ、利用者のニーズや事業者の意向を踏まえた上で、地域

密着型サービスの充実を図ります。 
 

 

【サービスの種類】 

サービス 内容 町内事業所数

（R5.11.1 現在） 

定期巡回・随時対

応型訪問介護看護 

 

重度者をはじめとした利用者の在宅生活を支えるため、日中・夜

間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間

の定期巡回型訪問と随時の対応を行います。 

    0 

夜間対応型訪問介

護 

 

夜間の定期的な巡回・通報による訪問を中心とした介護保険サー

ビスで、訪問介護員が利用者の自宅等に訪問し、入浴、排せつ、

食事等の介護などの日常生活上の世話や緊急時の対応などを行

い、夜間において安心して生活を送ることができるよう援助しま

す。 

    0 

認知症対応型通所

介護・介護予防認

知症対応型通所介

護 

介護施設等に日帰りで通所する利用者であって認知症のかたに

対して、症状の進行の緩和に資するよう専門的なケアを行いなが

ら、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及

び機能訓練などを行います。 

    0 

小規模多機能型居

宅介護・介護予防

小規模多機能型居

宅介護 

 

通いによるサービスを中心に、利用者の希望などに応じて、訪問

や宿泊を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の

日常生活上の世話、機能訓練を行います。     0 

認知症対応型共同

生活介護・介護予

防認知症対応型共

同生活介護 

認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排泄、食

事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を行います。 
    1 

地域密着型特定施

設入居者生活介護 

 

介護保険の指定を受けた小規模介護付き有料老人ホーム等の施

設に入居している利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、

その他の日常生活上の世話、機能訓練と療養上の世話を行いま

す。 

    0 

地域密着型介護老

人福祉施設入所者

生活介護 

 

定員 29 人以下の小規模特別養護老人ホームに入居している、常

時介護が必要で自宅での生活が困難な利用者に対して、入浴、排

せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健

康管理及び療養上の世話などを行います。 

    0 
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サービス 内容 町内事業所数

（R5.11.1 現在） 

看護小規模多機能

型居宅介護 

 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護サービスを組み合わせて提

供し、利用者のニーズに応じて柔軟に対応したサービスを提供し

ます。 

    0 

地域密着型通所介

護 

日中、利用定員 18 人以下の小規模のデイサービスセンターに通

ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生

活機能訓練などを日帰りで提供します。 

    2 

 

③ 施設サービス 

在宅での生活が困難な高齢者に対し、適切な施設サービスを提供することができるよう、

整備を進めます。 

 

【サービスの種類】 

サービス 内容 町内事業所数

（R5.11.1 現在） 

介護老人福祉施設 寝たきりや認知症などで、常に介護が必要で自宅での生活が難

しい方のための施設です。 

要介護 3 以上の高齢者に対し、入所により入浴や排泄・食事・

相談等日常生活上の介護、機能訓練、療養上の世話を行います。 

    1 

介護老人保健施設 入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提

供し、家庭への復帰をめざす施設です。 

病状が安定しているがリハビリテーションや看護、介護を必要

とする高齢者に対し、在宅復帰をめざして、看護・介護保険サ

ービスを中心とした医療ケア、リハビリテーション、生活支援

を提供します。 

    1 

介護医療院 医療的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療のほか、

生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護などが受

けられます。 

    0 
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（２）介護保険サービス事業者への指導・助言 

介護保険サービスの提供にあたっては、地域の課題やニーズを把握し、事業者への支援

や指導等によりサービスの質の向上を図りながら、地域の実情に応じたサービス提供体制

の充実に取り組むことが求められます。 

介護保険サービスの質のさらなる向上に向けて、介護保険サービス事業所に対して、人

員や設備、運営に関する基準、介護報酬の請求、効果的な取組などについて、定期的に指

導・助言を行っていきます。 

 

① 介護保険サービス事業者運営指導 

介護給付等対象サービスの質の確保・向上と、保険給付の適正化を図るため、介護給付

等の対象サービスの内容や介護給付等に係る費用の請求に関する運営指導を行うとともに、

業務管理体制の整備に関する検査を行います。 

 

【指標の設定】 

指標 
現状値 

(令和 4 年) 

目標値 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 

介護保険サービス事業所への運営指導回数 4 回 5 回 5 回 5 回 

 

②苦情相談受付 

地域包括支援センターが相談窓口となり、介護保険サービス事業所や関係機関と連携し、

迅速かつ適切な対応を行います。また、苦情の内容に応じて国民健康保険団体連合会への

苦情申立てにつないでいきます。 

 

③第三者評価 

中立的な第三者である評価機関が一定の基準に基づき、介護保険サービス事業所のサー

ビスの内容や質、事業者の経営状況などを専門的見地から評価を行い、結果の公表を行い

ます。 

 

④ 感染症対策等の推進 

介護保険サービス事業所等に対し、感染症対策やBCP※（業務継続計画）に関する助言や

県の制度等の情報提供に努めます。 

また、災害や感染症拡大などの緊急時に迅速かつ円滑な支援を行うことができるよう、

介護保険サービス事業所等との連携体制について検討の場を設けます。 

 

※業務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじ
め検討した方針、体制、手順等を示した計画 
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４ 制度の持続可能性の確保 

（１）介護人材の確保・育成と介護現場の生産性向上 

近年、介護に対する需要の増加に対して、介護人材不足は全国的に深刻な問題となって

います。本町においても人口減少による担い手の不足が顕著になることが想定され、要支

援・要介護認定者の増加に対応できるよう、介護人材の確保・育成が求められています。 

介護保険サービスの質の向上を図るため、介護保険サービス従事者に対するスキルアッ

プ研修の充実を図るとともに、介護人材の裾野を拡げるための取組を展開していきます。

また、ＩＣＴや介護ロボットの導入等により、介護現場の業務の効率化を図ることができ

るよう支援していきます。 
 

① 介護支援専門員・訪問介護員等研修 

介護保険サービス事業所と連携し、知多半島5市5町が主催する介護人材の資質向上に向

けた研修への参加を促進します。 

また、介護人材の確保に向けた方策を検討します。 

 

②ＩＣＴの活用等による介護現場の効率化 

介護現場の生産性の向上や、介護職員の負担軽減を図るため、ＩＣＴの活用を支援する

とともに、県の介護事業所ＩＣＴ導入支援事業や介護ロボット導入支援事業について周知

します。 

また、文書負担軽減に向けた具体的な取組について推進します。 

 

【介護保険サービス事業所アンケートより】 

事業所における人材確保について感じることは、※『不足している』が60.9％、「充足し

ている」が39.1％となっています。 

※「とても不足している」「やや不足している」の計 
 

■事業所における人材確保について感じること 

 

 

 

 

事業所によるICTやAI、ハイテクロボットの導入については、「導入している」が30.4％、
※『導入を予定・検討している』が17.3％、「予定はなく、検討もしていない」が52.2％と

なっています。 

※「導入を予定している」「予定はないが、検討している」の計 
 

■事業所における ICT や AI、ハイテクロボットの導入について 

n=23 30.4 4.3 13.0 52.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

導入している 導入を予定している

予定はないが、検討している 予定はなく、検討もしていない

n=23 17.4 39.143.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても不足している やや不足している 充足している
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（２）適正な利用の促進と介護給付の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29（2017）年度の「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改

正する法律」により、市町村の介護給付等に要する費用の適正化に関する施策や目標を定

めるものとされました。 

今後はいわゆる団塊の世代すべてが 75 歳以上となる令和 7（2025）年を計画期間中に迎

え、さらに、いわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年に向けて、地

域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築と施策の推進とともに、必要な給付を適切

に提供するための適正化事業を進めていく必要があります。 

以上から、本町では介護給付適正化主要 5 事業を中心として推進してきましたが、第 6

期愛知県介護給付適正化計画の見直しにともない、第 9 期計画では介護給付適正化主要 3

事業（「要介護認定の適正化」「ケアプランの点検」「医療情報との突合・縦覧点検」）を中

心として推進していきます。さらに、これまでの適正化事業の検証結果を踏まえながら、

事業の目的に応じた具体性・実効性のある取組を進めます。 

  

介護給付適正化事業は、平成 20（2008）年度以降、「愛知県介護給付適正化計

画」に基づき、愛知県と本町が一体となって推進されてきました。 

介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が

真に必要とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するように促すこと

です。適切なサービスの確保とともに、その費用の効率化を通じて介護保険制度へ

の信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築をめざします。さらに、高齢者等が

可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるようにするとともに、限られた資源を効率的に活用するため、保険者機能

の一環として引き続き推進します。 

 

介護給付の適正化 
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①要介護認定の適正化 

要介護認定の変更認定または更新認定に係る認定調査の内容について、町職員等の訪問

または書面等の審査を通じた点検により、適切かつ公平な要介護認定の確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ケアプランの点検 

・ケアプランの点検 

ケアマネジャーが作成した居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容に

ついて、事業者に資料提出を求め、または、訪問調査を実施し、町職員等の第三者が点検

及び支援を行います。個々の受給者が真に必要とするサービスを確保するとともに、その

状態に適合していないサービス提供の改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●現状と今後の方向性 

要介護認定の新規、更新、変更の認定訪問調査は、直営と委託により実施していま

す。また本町では、事後点検（認定調査のチェック）として、調査票と特記事項を確

認しています。疑義がある場合等については、必要に応じて調査員に確認を行ってい

ます。特に、月に 1 回、町の認定調査員が全員集まり、日常の調査で疑問に思ってい

ることや間違えやすい項目について検討する場を設け、基本調査や特記事項の平準化

を図っています。 

今後は、要介護認定調査結果の全件について、町職員による点検を実施します。ま

た、町職員と認定調査員の間で、事例検討等、意見交換会の場を定期的に開催します。 

●現状と今後の方向性 

本町では、独自に対象とするケアプランの条件を設定しています。例えば、同居家族

がいて、訪問介護の生活援助を利用している事例やサービス内容（回数を含む）を何

年も変更していない事例等です。該当する事例については、課題分析（アセスメント）

に関する資料や居宅サービス計画書等の提出を求め、専門職を含む町職員によって、

ケアプラン点検支援マニュアルを活用し点検を実施しています。その結果、疑義につ

いては、対象事業所に訪問し、担当のケアマネジャーに面談にて確認しています。 

今後も、ケアマネジャーへの気づきを与えることや、保険者としても現状把握等のス

キルアップにつながるよう、継続して取り組みます。また、町内すべての事業所に対

して実施することよりも、ケアプラン単位による事業実施を重視し、1 人で運営して

いるケアマネ事業所を中心として、可能な限り多くのプランで実施していきます。 
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・住宅改修等の点検・福祉用具購入・貸与調査 

保険者が、改修工事を行おうとする受給者宅の実態確認や工事見積書の点検、竣工時の

訪問調査等を実施し、施行状況を点検することで、受給者の状態にそぐわない、不適切ま

たは不要な住宅改修を排除します。 

また、福祉用具利用者等に対して訪問調査等を行い、福祉用具の必要性や利用状況等を

点検することで、不適切または不要な福祉用具購入・貸与を排除し、受給者の身体の状態

に応じて必要な福祉用具の利用を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③医療情報との突合・縦覧点検 

縦覧点検では、受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払い状況（請求明細書内容）

の確認、提供されたサービスの整合性、算定回数・算定日数等の点検により、請求内容の

誤り等を早期に発見し、適切な処置を行います。 

医療情報との突合では、医療担当部署と連携体制の構築を図りつつ、受給者の後期高齢

者医療や国民健康保険の入院情報と介護保険の給付状況を突合し、給付日数や提供された

サービスの整合性の点検を行うことで、医療と介護の重複請求の排除等を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●現状と今後の方向性 

住宅改修の点検については、必要に応じ、町職員による訪問調査を実施しています。

今後は、できる限り、改修金額が 15 万円以上のケースについて訪問調査を実施しま

す。 

福祉用具購入・貸与の点検については、本町では特に福祉用具の貸与の点検を実施

しています。金額だけでなく、要介護度軽度者への例外給付の場合等を対象としてい

ます。今後は、国保連合会介護給付適正化システムの活用を基本として、ケアマネジ

ャーへの確認等を実施しながら推進します。 

 

●現状と今後の方向性 

縦覧点検・医療情報との突合は、過誤請求の発見等、費用対効果が最も期待できる

と言われています。本町においては、国保連合会や後期高齢担当部局との連携のもと

で本事業を進めています。 

今後も関係部局と連携しながら、縦覧点検・医療情報との突合のいずれも、国保連

合会から提供される過誤請求の可能性があるケースの情報をもとに、事業所への確認

を実施します。 
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１ 支え合いの仕組みづくり 

（１）包括的支援体制の構築 

高齢者の地域生活を支えるためには、医療、介護、介護予防、住まい、日常生活の支援

が一体的に提供される地域包括ケアシステムの深化・推進が不可欠となります。 

さらなる地域包括ケアシステムの深化・推進を図るとともに、中長期的な人口動態や介

護ニーズの見込み等を適切に捉えて、本町の実情に合わせて介護保険サービス基盤を計画

的に確保するよう努めます。 

高齢者が住み慣れた地域で、いつまでもいきいきと自分らしい生活を継続できるよう、

地域包括支援センターの周知・運営・福祉ネットワークの強化を図ります。 

 

【アンケート結果より】 

地域包括支援センターの認知度は、「知っているが、実際に利用したことはない」が41.3％、

が「知らない」37.2％、「知っているし、実際に利用したことがある」が15.4％となって

います。 
 

■地域包括支援センターの認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域包括ケア推進機関の設置 

地域包括ケアシステムの深化のため、「美浜町地域包括ケアシステム推進協議会」を中

心に位置づけます。 

また、推進協議会の下部組織に配置した「在宅医療・介護連携部会」「介護予防強化部

会」「認知症施策推進部会」で個別の施策を検討していきます。 

 

②地域ケア会議の開催 

高齢者支援に係る関係機関や専門家が参加する「地域ケア会議」の開催により、地域ネ

ットワークの構築や高齢者の自立に資するケアマネジメント支援、地域課題の把握等を行

うとともに、具体的な事例の検討に基づく地域資源の掘り起こしや、事例に合った多様な

専門職の参加、地域課題の共有を行い、それをどのように事業に繋げていけるかを検討す

る機会を設けます。 

n=1,527 15.4 41.3 37.2 6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っているし、実際に利用したことがある

知っているが、実際に利用したことはない

知らない

無回答

 
基本目標３ 安心して暮らせるまちづくり 
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また、地域ケア会議における検討が施策へつながるよう、高齢者福祉施策との連携を図

ります。 

 

【指標の設定】 

指標 
現状値 

(令和 4 年) 

目標値 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 

個別事例の検討等を行う地域ケア会議の

開催回数 

5 回 

コロナ１回中止 
4 回 4 回 4 回 

 

③地域包括支援センターの運営・機能強化 

地域包括ケアシステムの深化に向けて、相談支援、権利擁護等、包括的・継続的ケアマ

ネジメントを行う地域包括支援センターの機能の充実や連携体制の一層の充実を図ること

により、福祉ネットワークの強化をめざします。 

 

■相談支援 

高齢者やその家族の多様な困りごとに対応できるよう、関係機関や地域住民と連携した

相談支援体制を構築するとともに、専門的な支援が必要な場合への対応を行います。 

 

【具体的事業】 

サービス 内容 

初期段階での相談対応 高齢者本人、家族、民生・児童委員、住民等のネットワークにより問題を把握

し、介護保険サービスまたは介護保険制度に関する情報提供や関係機関の紹

介等を行います。 

継続的・専門的な相談支援 初期段階の相談対応で、専門的・継続的な関与または緊急の対応が必要で 

あると判断した場合、当事者への訪問や、当事者に関わる様々な関係者か 

ら詳細な情報の収集を行い、当事者に関する課題を明確にした上で、個別 

の支援計画を策定します。 

 

 

■権利擁護 

高齢者の権利擁護を進めます。また、成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用を支

援します。（具体的事業は63ページに記載） 

 

■包括的・継続的ケアマネジメント 

ケアマネジャーの資質の向上を図るための指導や相談、事業所やケアマネジャーの連携

体制の構築により、包括的・継続的なケアマネジメントの推進を図ります。 

  



55 

 

【具体的事業】 

サービス 内容 

日常的個別指導・相談 地域のケアマネジャーの資質向上を図るため、研修会や制度、施策等に関す

る情報提供等を行います。また、地域のケアマネジャーに対してケアプラン

の作成指導や、介護保険サービス担当者会議の開催支援等、専門的な見地か

らの個別指導や、相談への対応を行います。 

支援困難事例等への指導・

助言 

地域のケアマネジャーが抱える支援困難事例について､具体的な支援方針 

を検討し、指導・助言等を行います。 

包括的・継続的なケア体制

の構築 

高齢者に対し、地域における包括的・継続的なケアを行うため、町内の介 

護保険事業所等の関係者間で、介護保険制度や介護保険サービスに関する 

情報提供や情報交換を行います。 

地域におけるケアマネ 

ジャーのネットワーク 

の形成 

ケアマネジャー間の情報交換を行う場を設ける等、ケアマネジャーのネッ 

トワークを構築することで、業務を支援します。また、ケアマネジャーと 

医療機関との連携を強化するため、主治医を中心とする医療機関と在宅介 

護サービスの連携システムの構築を検討します。 

 

 

④生活支援体制整備事業 

生活支援コーディネーターの配置により、地域資源の発見や開発、関係者のネットワー

ク化、地域の支援ニーズと提供主体のマッチング等のコーディネート業務を行い、地域に

おける生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備に向けた取組を推進します。 

 

⑤重層的支援体制整備事業 

地域住民の抱える課題は8050世帯の問題や介護と育児のダブルケアなど複雑化・複合化

してきており、従来の属性別の支援体制では、対応が困難になっています。そのため、市

町村において包括的な支援体制の構築を図る必要があり、分野を超えた部局横断的な連携

体制の整備に向けた取組を推進します。 
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（２）地域の支え合い活動の推進 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくためには、生活支援サービスや介

護保険サービスが充実していることが重要となります。また、暮らしの悩みやちょっとし

た困りごとを助け合える、住民同士の支え合いも重要になっています。 

地域全体で高齢者の生活を支援していくため、行政と住民が一体となって高齢者を地域

で見守り、支え合う仕組みづくりが求められており、地域を支える担い手の確保・育成を

図っていきます。 

 

①見守りネットワークの構築 

住民、民生・児童委員、ボランティア団体、ＮＰＯ等と協力しながらひとり暮らし高齢

者世帯の見守り等の活動を支援します。また、元気な高齢者も見守り活動に積極的に参加

できるように情報提供やコーディネートを行います。 

 

②地域見守り活動の推進 

企業や事業所、各種団体等の協力を得ながら、地域で支援の必要な方の把握を行い、孤

独死の未然防止や認知症による徘徊、その他異変の早期発見・対応を行うとともに、協力

団体の拡充を図ります。 
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２ 安心・安全な生活環境の確保 

（１）快適な生活環境の確保 

高齢化の進行により、高齢者が安心して快適に暮らせる生活環境の確保が重要となって

います。 

特に、高齢者の安心できる暮らしや社会参加を促進する地域づくりのためには、ユニバ

ーサルデザインのまちづくりや住まいの確保は不可欠となります。また、自宅での生活が

困難となった場合の選択肢として多様な住まいを確保していくことも重要な課題であるた

め、情報提供や相談支援を進めていきます。 

さらに、本町をはじめ、公共交通機関が少ない地域では自動車がないと移動が困難な状

況もみられることから、移動手段の確保や買い物弱者支援も課題となっています。こうし

た状況を受けて、高齢者が住み慣れた地域社会において社会参加を促し、安心して暮らせ

る環境づくりを進めていきます。 

 

①高齢者の住まいの充実 

県と連携し、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等の高齢者向け住まいの設

置状況を把握し、ニーズを踏まえた整備について検討します。 

また、高齢者の住居の確保や住み替えに関する情報提供、相談支援を行い、住み慣れた

地域で長く生活できるよう支援します。 

 

事業名 施設数 
令和 5 年 

9 月末現在 

見込み 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 

サービス付き高齢者住宅 1 か所 41 人 41 人 41 人 41 人 

住宅型有料老人ホーム 1 か所 41 人 41 人 41 人 41 人 

軽費老人ホーム 1 か所 29 人 29 人 29 人 29 人 

 

 

②快適な生活環境づくり 

高齢者が積極的に社会参加できるよう、公共施設等のバリアフリー化、ユニバーサルデ

ザイン化を推進します。 

 

③移動・交通環境の整備 

「行ってきバス」のダイヤや路線の充実、高齢者タクシー料金助成事業により、高齢者

の外出機会と社会参加の拡大を図るとともに、住民のニーズに合った公共交通網の構築に

努めます。 

 

④買い物弱者への支援 

日常の買い物に困難を感じる方への支援として、店舗等と連携し、買い物支援サービス

を提供、または支援するとともに、買い物支援を実施している店舗等の情報を提供します。 
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（２）生活安全の推進 

近年、高齢者が関わる交通事故が社会問題になっており、交通安全教育による交通安全

意識の啓発とともに事故が起こりにくい環境整備を進めていきます。 

また、振り込め詐欺や架空請求詐欺といった高齢者のお金をねらった特殊詐欺が増加傾

向にあり、高齢者をねらった犯罪についての知識の普及や相談窓口の周知を図るとともに、

自治会や関係機関と連携を図り、見守りなどの防犯活動を強化していきます。 

 

①交通安全対策 

警察等と連携して高齢者を対象とした交通安全教育を実施するとともに、交通安全施設

や歩道の整備を計画的に進めます。 

 

②消費者トラブルへの対策 

消費者保護の観点から、消費生活講習会の実施や、消費生活相談員の育成、消費生活啓

発事業の実施、消費生活相談窓口の充実等を図ります。 

 

③防犯対策の推進 

高齢者が犯罪に巻き込まれることがないよう、町広報誌やホームページ、メールサービ

ス等を活用し、防犯に関する知識の普及や詐欺事件等の事例等の周知を行うとともに、地

域包括支援センターや警察等と連携した啓発活動を行います。 

  



59 

 

（３）防災体制と災害時支援体制の充実 

介護を必要とする人やひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯が増加する中、災害時の

福祉支援体制の構築は喫緊の課題となっています。 

災害時に迅速に高齢者の方々を支援するため、避難行動要支援者名簿への登録について

啓発を行い、見守りや安全確保体制強化に向けて、防災関係機関や自主防災組織等と連携

し、一体となって防災対策に努めます。 

 

①災害発生時の支援体制の強化 

防災訓練や避難所を充実するとともに、住民による共助の仕組みづくりを促進します。 

また、避難行動要支援者が災害時に迅速に必要な支援を受けられるよう、自主防災組織

と協力し把握に努めるとともに、避難行動要支援者名簿への登録について啓発を行い、支

援体制づくりをめざします。 

 

②福祉避難所の運営 

福祉避難所の開設協定を締結する事業所の拡充を図るとともに、避難行動要支援者やそ

の家族に対し、福祉避難所の周知を図ります。 

 

【指標の設定】 

指標 
現状値 

(令和 4 年) 

目標値 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 

福祉避難所の開設協定を締結した事業所数 6 か所 6 か所 6 か所 6 か所 

 

③災害ボランティアセンターの運営 

災害復旧・復興対策として住民同士の支え合いや外部支援の受け入れによる助け合い活

動を円滑に進めるため、関係機関、ボランティア等との連携を図り、災害ボランティアセ

ンターの運営訓練、資機材準備、関係機関とのネットワーク構築を進めます。また、ボラ

ンティアコーディネーターの確保・育成を図ります。 

 

④地域の防災力の強化 

自主防災組織の資機材購入等に対する補助や、防災訓練に対する指導、訓練用資材の提

供等の援助により、自主防災組織の活動を支援し、自主防災活動の推進を図ります。 

また、地域が中心となった防災リーダーの養成、ハザードマップの作成、地域福祉の視

点を踏まえた防災訓練の実施などにより、地域の防災力の強化を図ります。 
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３ 在宅生活を支える多様な支援 

（１）在宅高齢者のための生活支援 

高齢者が地域で自立した生活を送るためには、介護保険サービスとともに、介護保険外

の多様な高齢福祉サービスの提供により、日常生活へのきめ細かな支援を行うことが必要

となります。 

ひとり暮らし高齢者や寝たきり高齢者、認知症高齢者等、日常生活に手助けを必要とし

ている高齢者に対し、ニーズに応じた多様な生活支援サービスを提供していきます。 

 

①在宅支援サービスの充実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、支援が必要な高齢者を対象に、在

宅生活を支えるサービスの充実を図ります。 

 

【具体的事業】 

事業名 内容 

軽度生活援助事業 高齢者の自立を支援するため、概ね 65歳以上のひとり暮らし高齢者や

高齢者のみの世帯を対象に、買い物や寝具類の洗濯等、軽易な日常生

活上の援助を行います。 

寝具洗濯・乾燥サービス 衛生的な生活環境を確保するため、在宅で寝たきりの高齢者や重度の

身体障害のある人が使用している寝具の洗濯・乾燥を行います。 

住宅改修支援事業 居宅介護支援を受けていない要支援・要介護認定者に対し、居宅介護

（予防）住宅改修費の支給の申請に係る相談や助言を行います。 

見守りサービス事業 美浜町に住所を有する 65 歳以上の一人暮らし高齢者等に携帯型の緊

急通報装置と置き型人感センサーを貸与し、急病等の緊急時の対応や

専門スタッフによる 24時間 365 日体制の相談対応をすることで、高齢

者が住み慣れた地域で安心して生活できるように支援します。 
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（２）家族介護者への支援 

介護が必要になっても高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるためには、要介護高齢者

への支援だけでなく、介護者の負担軽減に向けた対策が必要です。特に、認知症は家族に

とっても切実な問題で、見守りが常時必要なことや、コミュニケーションの難しさのため、

介護の負担も重くなる傾向にあり、きめ細かに支援していく必要があります。 

介護離職やダブルケア、老老介護、ヤングケアラー等、家族介護者を取り巻く課題が多

様化している中、介護の悩みやストレスをひとりで抱え込まないよう、心身のケアに取り

組むとともに、経済的支援や就労支援等、多様な視点から支援を行っていきます。 

 

 

【アンケート結果より】 

介護者の年齢は、「60歳代」が最も高く、次いで「70歳代」「50歳代」が高くなっていま

す。なお、60歳以上が8割以上となっています。 

現在の生活を継続していく上で、主な介護者が不安を感じる介護は、「夜間の排泄」が

最も高く、次いで「入浴・洗身」「認知症への対応」が高くなっています。 

 

■主な介護者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

■現在の生活を継続していく上で、主な介護者が不安を感じる介護（上位 5 位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

夜間の排泄          

入浴・洗身          

認知症状への対応    

日中の排泄          

外出の付き添い、送迎等                  

39.0

35.6

28.8

27.1

25.4
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n=59

（％）
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① 家族介護用品購入費補助事業 

市町村民税非課税世帯で、要介護認定4以上の高齢者に対し、紙おむつ等の購入費の一部

を補助することで、在宅介護の負担軽減を図ります。 

 

【指標の設定】 

指標 
現状値 

(令和 4 年) 

目標値 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 

家族介護用品購入費補助事業利用件数 39 件 50 件 55 件 60 件 

 

② 家族介護慰労事業 

市町村民税非課税世帯で、要介護認定4以上の高齢者を介護している家族のうち、過去1

年間介護保険サービスを利用していない家族への慰労として、金品を贈呈します。 

 

③家族介護交流事業 

家族介護者の負担軽減や孤立を防ぐため、悩みの相談や情報交換、交流等を行う家族交

流会を開催します。 

 

④介護離職防止に向けた取組 

町広報誌やホームページ等を活用し、介護保険サービスや認知症支援等に対する情報提

供を行うとともに、家族の介護を理由とした離職をできる限り防ぐことができるよう、関

係機関と連携し、復職や再就職に向けた支援に努めます。 
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４ 権利擁護の推進 

（１）高齢者の権利を守る取組の推進 

高齢化の進行とともに、認知症高齢者など契約についての判断や日常的な金銭管理等へ

の補佐が必要な高齢者が増加しており、権利擁護の視点に立った支援が必要になっていま

す。認知症などにより判断能力が十分でない方の権利を守るため、地域包括支援センター

を中心に、知多地域権利擁護支援センター等と連携して協力体制を充実させ、成年後見制

度等の権利擁護の取組を推進していきます。 

 

【アンケート結果より】 

成年後見制度についての認知度は、「言葉も内容も知っている」が36.0％、「言葉は知

っているが、内容は今回はじめて知った」が28.8％、「言葉も内容も知らない」が26.3％

となっています。 

 

■成年後見制度についての認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①日常生活自立支援事業 

認知症等により判断能力が十分でない方の権利を擁護するため、各種福祉サービスの利

用援助や相談、日常的金銭管理を行います。 

 

②成年後見制度利用支援事業 

認知症等により判断能力が十分でなく、親族等による法定後見の申立てができない方に

ついて、親族等に代わって町長が家庭裁判所に申立てを行います。 

また、町広報誌やホームページ、知多地域権利擁護支援センターが主催する権利擁護に

関する講座等により、成年後見制度について住民に周知します。 

 

③知多地域権利擁護支援センターとの連携 

知多地域権利擁護支援センターにおいて成年後見制度に関する相談に応じるとともに、

知多地域権利擁護支援センターを成年後見制度の利用を促進するための中心的な役割を担

う地域連携ネットワークの中核機関として位置づけ、関係機関によるネットワークの構築

を図ります。  

n=1,527 36.0 28.8 26.3 8.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

言葉も内容も知っている

言葉は知っているが、内容は今回はじめて知った

言葉も内容も知らない

無回答
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（２）高齢者虐待防止に向けた取組の推進 

高齢者虐待については、家庭内虐待と施設内虐待の2つに規定され、その種類には身体的

虐待、心理的虐待、世話の放棄・放任、性的虐待、経済的虐待があります。こうした虐待

は全国的に年々増加傾向にあり、高齢者の人権を侵害する虐待から高齢者を守るために、

虐待防止の啓発、相談、見守り体制等の取り組みを進めていきます。 

また、認知症や寝たきりの状態にあるなど、助けを求められない高齢者も少なくないこ

とから、潜在化している被害者に気づき、早期に支援につなげられる体制の構築に努めま

す。 

 

①高齢者虐待の未然防止 

介護保険サービス事業所における虐待の未然防止、早期対応に向け、地域包括支援セン

ターが中心となり、事業所に対して高齢者虐待に関する勉強会等を実施し、意識の向上や

迅速な対応を図ります。 

 

②虐待への早期発見・早期対応 

虐待に気づいたときの相談場所や通報義務について周知し、虐待の早期発見・早期対応

につなげます。虐待が発生した場合は、地域包括支援センターやケアマネジャー、関係機

関と連携を図り、地域ぐるみでの見守り体制の整備に努めます。また、緊急時に一時保護

を可能とする場の確保を図ります。 

 

③高齢者虐待に関する相談・支援 

地域包括支援センターにおいて、高齢者虐待に関する相談、通報に対応するとともに、

相談から適切な支援につなげることができるよう、知多地域権利擁護支援センターをはじ

めとした関係機関との連携強化を図ります。 
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第５章 介護保険サービスの見込み 

１ 介護保険給付費の見込み 

（１）介護保険給付費の算定方法 

以下の手順により、介護保険給付費を見込みます。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去の人口推移の実績からコーホート変化率法を用いて 65 歳以上人口を推移したう

えで、過去の性・年齢別の要支援・要介護認定度別認定者数をもとに、要支援・要介護

認定者数を推計 

①高齢者人口（第 1 号被保険者数）・認定者数の推計【第 2 章 １（1）、（4）】 

 

施設・居住系サービスは、推計した要支援・要介護認定者数から、現状の推移、サービ

ス整備の見込みを想定して、推計 

②施設・居宅系サービスの利用者見込みの設定等【第 5 章 １（2）①】 

 

要介護認定者数から②の利用者数を除いた対象者数から、現状の推移を踏まえ、利用者

数等を推計 

③居宅サービス等の見込量の推計【第５章 １（2）②】 

 

②・③で推計した見込量について、サービス別・要介護度別の一人当たり給付額（実績

から推計）を乗じて推計 

④総給付費 推計【第５章 １（3）】 

 

総給付費をもとに標準給付費を推計 

標準給付費に地域支援事業費を加え、調整交付金と介護保険基金の取崩額を加味して

保険料基準額を算出 

この基準額に段階別で定めている「所得段階別加入割合」を乗じて保険料を設定 

⑤保険料の推計【第５章 2】 
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（２）介護保険サービス等の利用者数及び利用量の推計 

＊令和 12（2030）年、令和 22（2040）年の見込みは、国の基本指針を踏まえ掲載しており、現段

階での施設・居住系サービスの定員を一定とし、近年のサービスの利用状況の伸びにより算出

した、現段階での見込みとなります。 

 

①施設・居住系サービスの利用者数及び利用量の推計 

施設・居住系サービスの利用者数及び利用量の見込みは以下の通りです。 

 

■（介護給付）施設・居住系サービスの利用者数及び利用量の見込み 

サービスの種類 
見込み 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護老人福祉施設 132 人 132 人 132 人 146 人 161 人 

介護老人保健施設 67 人 67 人 67 人 77 人 82 人 

介護医療院 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

特定施設入居者生活介護 12 人 12 人 12 人 13 人 14 人 

認知症対応型共同生活介護 12 人 12 人 12 人 13 人 14 人 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

 

■（介護予防給付）施設・居住系サービスの利用者数及び利用量の見込み 

サービスの種類 
見込み 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介護予防特定施設入居者生活介護 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 
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②居宅サービスの利用者数及び利用量の推計 

居宅サービスの利用者数及び利用量の見込みは以下の通りです。 

 

■（介護給付）居宅サービスの利用者数及び利用量の見込み 

サービスの種類 
見込み 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 
127 人 128 人 129 人 139 人 150 人 

3,418 回 3,453 回 3,488 回 3,700 回 4,054 回 

訪問入浴介護 
9 人 10 人 12 人 12 人 14 人 

62 回 68 回 82 回 82 回 96 回 

訪問看護 
60 人 61 人 62 人 69 人 73 人 

449 回 455 回 463 回 511 回 544 回 

訪問リハビリテーション 
30 人 31 人 32 人 34 人 37 人 

442 回 452 回 465 回 498 回 539 回 

居宅療養管理指導 69 人 70 人 71 人 76 人 82 人 

通所介護 
244 人 245 人 246 人 270 人 287 人 

2,738 回 2,752 回 2,765 回 3,006 回 3,201 回 

通所リハビリテーション 
90 人 91 人 92 人 99 人 103 人 

672 回 680 回 687 回 739 回 768 回 

短期入所生活介護 
91 人 91 人 91 人 101 人 110 人 

967 日 967 日 967 日 1,069 日 1,172 日 

短期入所療養介護（老健） 
11 人 11 人 12 人 12 人 13 人 

78 日 78 日 85 日 85 日 91 日 

短期入所療養介護（病院等） 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 

福祉用具貸与 329 人 329 人 330 人 360 人 384 人 

特定福祉用具購入費 7 人 7 人 7 人 7 人 7 人 

住宅改修 6 人 6 人 6 人 7 人 7 人 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

夜間対応型訪問介護 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

認知症対応型通所介護 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

0 回 0 回 0 回 0 回 0 回 

小規模多機能型居宅介護 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

看護小規模多機能型居宅介護 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

地域密着型通所介護 
26 人 26 人 26 人 31 人 32 人 

358 回 358 回 358 回 422 回 436 回 

居宅介護支援 482 人 499 人 502 人 534 人 565 人 
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■（介護予防給付）居宅サービスの利用者数及び利用量の見込み 

サービスの種類 
見込み 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

介護予防訪問入浴介護 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

0 回 0 回 0 回 0 回 0 回 

介護予防訪問看護 
8 人 8 人 8 人 10 人 10 人 

36 回 36 回 36 回 42 回 42 回 

介護予防訪問リハビリテーシ

ョン 

8 人 8 人 8 人 9 人 9 人 

96 回 96 回 96 回 111 回 111 回 

介護予防居宅療養管理指導 4 人 4 人 4 人 4 人 4 人 

介護予防通所リハビリテーシ 

ョン 
61 人 61 人 61 人 65 人 65 人 

介護予防短期入所生活介護 
1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 

介護予防短期入所療養介護 

（老健） 

2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 

2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 

介護予防短期入所療養介護 

（病院等） 

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 

介護予防福祉用具貸与 114 人 114 人 114 人 123 人 122 人 

介護予防特定福祉用具購入費 2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 

介護予防住宅改修 5 人 5 人 5 人 5 人 5 人 

地
域
密
着
型 

サ
ー
ビ
ス 

介護予防認知症対応型通所介 

護 

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

0 回 0 回 0 回 0 回 0 回 

介護予防小規模多機能型居宅 

介護 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

介護予防支援 152 回 154 回 155 回 168 回 168 回 
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（３）介護保険給付費の推計 

①介護給付費の見込み 

介護給付費の見込みは以下の通りです。 

 

■介護給付費の見込み                                                           （千円） 

サービスの種類 
見込み 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 118,110 119,405 120,550 128,243 140,407 

訪問入浴介護 9,068 10,078 12,073 12,073 14,102 

訪問看護 35,280 35,802 36,333 40,034 42,816 

訪問リハビリテーション 15,409 15,742 16,203 17,376 18,826 

居宅療養管理指導 9,946 10,091 10,283 10,944 11,946 

通所介護 279,826 281,671 283,161 306,617 328,052 

通所リハビリテーション 61,597 62,289 62,836 67,227 70,151 

短期入所生活介護 105,363 105,496 105,496 116,413 128,049 

短期入所療養介護（老健） 11,396 11,411 12,343 12,343 13,275 

短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 0 

福祉用具貸与 58,675 58,675 58,849 64,561 69,300 

特定福祉用具購入費 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 

住宅改修 5,460 5,460 5,460 6,290 6,290 

特定施設入居者生活介護 28,958 28,994 28,994 31,486 34,302 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護 
0 0 0 0 0 

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 

認知症対応型通所介護 0 0 0 0 0 

小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 0 

認知症対応型共同生活介護 38,345 38,393 38,393 41,683 44,842 

地域密着型特定施設入居者生活 

介護 
0 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 
0 0 0 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 0 

地域密着型通所介護 36,895 36,942 36,942 42,993 44,345 

施
設 

サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設 427,846 428,387 428,387 474,094 523,459 

介護老人保健施設 235,337 235,635 235,635 271,074 289,106 

介護医療院 0 0 0 0 0 

居宅介護支援 95,444 98,970 99,606 105,640 112,059 

合計 1,575,584 1,586,070 1,594,173 1,751,720 1,893,956 
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②介護予防給付費の見込み 

介護予防給付費の見込みは以下の通りです。 

 

■介護予防給付費の見込み                           （千円） 

サービスの種類 
見込み 

令和 6 年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 0 

介護予防訪問看護 1,919 1,922 1,922 2,187 2,187 

介護予防訪問リハビリテーション 3,120 3,124 3,124 3,618 3,618 

介護予防居宅療養管理指導 626 627 627 627 627 

介護予防通所リハビリテーション 22,278 22,306 22,306 24,229 24,229 

介護予防短期入所生活介護 241 241 241 241 241 

介護予防短期入所療養介護（老健） 238 238 238 238 238 

介護予防短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 9,801 9,801 9,801 10,551 10,477 

介護予防特定福祉用具購入費 614 614 614 614 614 

介護予防住宅改修 4,792 4,792 4,792 4,792 4,792 

介護予防特定施設入居者生活介護 1,281 1,283 1,283 1,283 1,283 

地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス 

介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0 0 0 

介護予防小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 0 

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 0 0 

介護予防支援 8,442 8,564 8,620 9,342 9,342 

合計 53,352 53,512 53,568 57,722 57,648 

 

③総給付費の見込み 

総給付費の見込みは以下の通りです。 

 

■総給付費の見込み                              （千円） 

サービスの種類 
見込み 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

 介護給付費 1,575,584 1,586,070 1,594,173 1,751,720 1,893,956 

介護予防給付費 53,352 53,512 53,568 57,722 57,648 

総給付費 1,628,936 1,639,582 1,647,741 1,809,442 1,951,604 
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２ 保険料の設定 

① 介護保険事業費の負担割合 

介護保険事業に必要な費用は、公費（国・県・町）、第1号被保険者・第2号被保険者の保

険料で負担します。 

 

■介護保険事業費の負担割合 

区分 

第 1 号 

被保険者 

保険料 

第 2 号 

被保険者 

保険料 

本町 県 国 
調整 

交付金 

標準 

給付費 

居宅給付費 23.00% 27.00% 12.50% 12.50% 20.00% 5.00% 

施設等給付費 23.00% 27.00% 12.50% 17.50% 15.00% 5.00% 

地域 

支援 

事業費 

介護予防・日常生活 

支援総合事業費 23.00% 27.00% 12.50% 12.50% 20.00% 5.00% 

包括的支援事業 

・任意事業費 23.00%  19.25% 19.25% 38.50%  

 

 

② 所得段階別の保険料割合 

本町における所得段階別の保険料割合（基準額に対する割合）を以下の通り設定します。 

 

■介護保険事業費の負担割合 

所得段階 合計所得金額 高齢者の割合 基準額に対する割合 

第 1 段階  11.6% 0.455 

第２段階  7.9% 0.685 

第３段階  7.1% 0.690 

第４段階  11.6% 0.900 

第５段階  16.7% 1.000 

第６段階  18.9% 1.200 

第７段階 1,200,000 円 14.3% 1.300 

第８段階 2,100,000 円 6.9% 1.500 

第９段階 3,200,000 円 2.2% 1.700 

第１０段階 4,200,000 円 0.9% 1.900 

第１１段階 5,200,000 円 0.5% 2.100 

第１２段階 6,200,000 円 0.3% 2.300 

第 13 段階 7,200,000 円 1.1% 2.400 
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③ 標準給付費の見込み 

標準給付費の見込みは以下の通りです。 

 

■標準給付費の見込み                               （円） 

区分 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

標準給付費見込額 1,712,138,990 1,724,757,081 1,733,113,116 

 総給付費 1,628,936,000 1,639,582,000 1,647,741,000 

 特定入所者介護サービス費等

給付額 
43,705,982 44,754,997 44,869,654 

 高額介護サービス費等給付額 33,536,433 34,347,531 34,435,257 

 高額医療合算介護サービス費

等給付額 
5,000,000 5,093,918 5,089,445 

 算定対象審査支払手数料 960,575 978,635 977,760 

 

 

④ 地域支援事業費の見込み 

地域支援事業費の見込みは以下の通りです。 

 

■地域支援事業費の見込み                             （円） 

区分 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

地域支援事業費 63,559,824 63,960,744 63,595,873 

 介護予防・日常生活支援総合 

事業費 
31,639,476 31,942,111 31,710,908 

 包括的支援事業（地域包括支 

援センターの運営）及び任意 

事業費 

25,601,275 25,698,416 25,566,306 

 包括的支援事業（社会保障充 

実分） 
6,319,073 6,320,217 6,318,659 
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⑤ 保険料基準額の算定 

第1号被保険者の介護保険料基準額（月額）は次のように算出しました。 

■第 1 号被保険者数の見込み                            （人） 

区分 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

第１号被保険者数 6,942 6,978 6,949 

 前期高齢者数 3,008 2,911 2,803 

 前期高齢者数 3,934 4,067 4,146 

所得段階別加入割合補正後被保険者数

（Ａ） 
7,228 7,265 7,237 

 

■保険料収納必要額の見込み                            （円） 
区分 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

標準給付費見込額（Ｂ） 1,712,138,990 1,724,757,081 1,733,113,116 

地域支援事業費（Ｃ） 63,559,824 63,960,744 63,595,873 

 介護予防・日常生活支援総合事業費（Ｃ’） 31,639,476 31,942,111 31,710,908 

第１号被保険者負担割合（Ｄ） 23％ 23％ 23％ 

第１号被保険者負担分相当額（Ｅ）※1 408,410,727 411,405,100 413,243,067 

調整交付金相当額（Ｆ）※2 87,188,923 87,834,960 88,241,201 

調整交付金交付割合（Ｇ）※3 3.20% 3.26% 3.27% 

調整交付金見込額（Ｈ）※4 55,801,000 57,268,000 57,710,000 

財政安定化基金拠出金見込額（Ｉ） 0 

財政安定化基金取崩による交付額（Ｊ） 0 

準備基金取崩額（Ｋ） 125,575,000 

市町村特別給付費等（Ｌ） 0 0 0 

保険者機能強化推進交付金等の交付見込額（Ｍ） 5,000,000 

保険料収納必要額（Ｎ）※5 1,194,969,979 

予定保険料収納率見込（Ｏ） 99.62% 

※1 第 1 号被保険者負担分相当額（Ｅ）＝［標準給付費（Ｂ）＋地域支援事業費（Ｃ）］×［（Ｄ）23％］ 

※2 調整交付金相当額（Ｆ）＝ ［標準給付費（Ｂ）＋介護予防・日常生活支援総合事業費（Ｃ’）］×［5％］ 

※3 小数第 2 位以下の端数がありますが、表記上小数第 2 位までとしています。 

※4 調整交付金見込額（Ｈ）＝［標準給付費（Ｂ）＋介護予防・日常生活支援総合事業費（Ｃ’）］×［調整交付金交付

割合（Ｇ）］（千円未満四捨五入） 

※5 保険料収納必要額（Ｎ）＝（Ｅ）＋（Ｆ）－（Ｈ）＋（Ⅰ）－（Ｊ）－（Ｋ）＋（Ｌ）－（Ｍ） 

 

準備基金積立状況（令和 4 年度末現在） 427,394,732 円 

 

保険料基準額の算出方法は以下の通りです。 

■保険料基準額の算出方法 

保険料基準額（月額）（4,600）＝ 保険料収納必要額（Ｎ）（1,194,969,979） 

÷予定保険料収納率見込（Ｏ）(0.9962) 

÷所得段階別加入割合補正後被保険者数（Ａ）(21,730) 

÷12 ヶ月 
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本計画期間中の保険料基準額は以下の通りです。令和12（2030）年度を見据えて、本計

画期間中の保険料を設定しました。 

計画期間内の給付費の見込み等による保険料は月額5,083円必要となりますが、基金を取

り崩すことにより4,600円に引き下げます。 

 

■保険料基準額 

 月額 年額 

第 9 期保険料基準額 4,600 円※1 55,200 円 

※1 基準額に対する割合で年額保険料額を算出する際に、100 円未満の端数は切り捨てています。 

 

本計画期間中の各所得段階別介護保険料は以下の通りです。 

 

■所得段階別介護保険料 

段階 
基準額に 

対する割合 
年額 対象者 

第１段階 0.455 25,100 

生活保護受給者 
老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が町民税非課
税の人 
本人及び世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得
金額と課税年金収入額の合計が 80 万円以下の人 

第２段階 0.685 37,800 
本人及び世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得
金額と課税年金収入額の合計が 120 万円以下の人 

第３段階 0.690 38,000 
本人及び世帯全員が町民税非課税で、第１段階、第２段
階に該当しない人 

第４段階 0.900 49,600 
世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は非課
税の人で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合
計が 80 万円以下の人 

第５段階 1.000 55,200 
世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は非課
税の人で、第 4 段階に該当しない人 

第６段階 1.200 66,200 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円
未満の人 

第７段階 1.300 71,700 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円
以上210万円未満の人 

第８段階 1.500 82,800 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が 210 万円
以上 320 万円未満の人 

第９段階 1.700 93,800 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が 320 万円
以上 420 万円未満の人 

第１０段階 1.900 104,800 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が 420 万円
以上 520 万円未満の人 

第１１段階 2.100 115,900 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が 520 万円
以上 620 万円未満の人 

第１２段階 2.300 126,900 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が 620 万円
以上 720 万円未満の人 

第１３段階 2.400 132,400 
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が 720 万円
以上の人 
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第６章 計画の推進体制 

１ 計画の推進体制 

（１）庁内、社会福祉協議会との連携強化 

本計画の推進にあたり、担当課である福祉課だけでなく、関連する庁内の部、課が連携

し、高齢者福祉施策の推進や介護保険事業の運営を行います。庁内で調整会議等を開催し、

情報の共有や意見の交換を行い、効率的かつ効果的に計画を推進できるよう、体制の整備

を図ります。 

また、本計画で示している事業の中には、社会福祉協議会を所管とするものもあるため、

社会福祉協議会との連携を強化するとともに、庁内の調整会議への参画を図る等、社会福

祉協議会とも一体となって本計画を推進します。 

 

（２）県、関係機関、団体、専門職との連携強化 

本計画の推進にあたり、関連する庁内の部、課や社会福祉協議会との連携だけでなく、

保健、福祉、医療、介護の専門職や地域のボランティア、老人クラブ等の地域の団体、民

生・児童委員、シルバー人材センター等と連携する体制の整備を図ります。 

また、介護保険サービス事業所等に対する支援の充実を図るため、地域包括支援センタ

ーの機能強化に努めます。 

 

（３）専門職等関係者の資質向上 

本計画の推進にあたっては、関連する庁内の部、課の担当職員や介護保険サービス事業

所等の専門職、地域の民生・児童委員等、多種多様な人が関わります。本計画に関わる人

を対象とした研修等の開催に努め、関係者の資質向上を図ります。 
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２ 計画の進行管理 

（１）町民への公表、周知 

本町のホームページ上に本計画の内容を公表し、町民に対して広く周知を図ります。 

 

（２）計画の進行管理 

高齢者福祉に係る事業や介護保険事業の運営について、各事業の担当課が進捗状況を自

己評価することで、本計画の進行管理を行います。 

自己評価にあたっては、計画（Ｐｌａｎ）・実行（Ｄｏ）・評価（Ｃｈｅｃｋ）・改善

（Ａｃｔ）のＰＤＣＡサイクルを活用し、各事業の改善を図ります。また、「保険者機能

強化推進交付金」等の評価結果についても活用し、より効果的かつ実効性のある施策を推

進します。 

介護保険事業については、運営状況を美浜町介護保険運営協議会へ定期的に報告し、美

浜町介護保険運営協議会が内容を精査することで、介護保険事業の改善に努めます。 

また、各福祉分野の庁内外の関係者等により構成され、各計画の進行確認・評価及び審

議を行う「地域福祉審議会」においても進捗状況を報告し、より包括的・総合的な視点か

らの評価を行います。 
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資料編 

１ 本計画策定の経過 

（１）本計画策定の経過 

 

  

実施日 内容 

令和 4年 12 月 2 日 

～12 月 23 日 
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施 

令和 5年 5月１8 日 

令和5年度第1回美浜町介護保険運営協議会 

（1）令和４年度介護保険事業実績について 

（2）美浜町地域包括ケアシステム推進協議会の進捗状況について 

令和 5年 8月 3日 

～8 月 31 日 
介護保険サービス事業所アンケートの実施 

令和 5年 9月 14 日 
令和5年度第2回美浜町介護保険運営協議会 

（1）計画案について 

令和 5年 11 月 30 日 

令和5年度第3回美浜町介護保険運営協議会 

（1）計画素案について 

（2）介護給付費等の見込み及び介護保険料の推定額について 

令和 5年 12 月 25 日 

～令和 6年 1月 18 日 
パブリックコメントの実施 

令和 6年 2月 15 日 

令和5年度第4回美浜町介護保険運営協議会 

（1）パブリックコメントの報告について 

（2）計画最終案について 
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２ 美浜町介護保険運営協議会設置要綱 

(設置) 

第 1 条 この要綱は、介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)第 117 条の規定により介護保険

事業(以下「事業」という。)の公正な事業をすすめるための監視機関として、美浜町介

護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

(事業) 

第 2 条 協議会は、次の事項について協議する。 

(1) 公正な事業をすすめるための監視に関すること。 

(2) 事業に関する指導に関すること。 

(3) その他協議会の目的達成に必要な事業に関すること。 

(4) 高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定に関すること。 

(委員及び任期) 

第 3 条 協議会の委員は 15 名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱するものと

する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 被保険者 

(3) 福祉団体関係者 

(4) 行政機関関係者 

(5) 医師、歯科医師及び薬剤師 

(6) その他町長が認める者 

2 委員の任期は 2 年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

し、再任を妨げない。 

(会長及び副会長) 

第 4 条 協議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長の選任は、委員の互選による。 

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

(会議) 

第 5 条 協議会は会長が召集し、議長となる。 

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

3 協議会は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するとこ

ろによる。 

4 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め意見を聞くことができる。 

(庶務) 

第 6 条 協議会の庶務は、厚生部福祉課において処理する。 

(雑則) 

第 7 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、決裁の日から施行し平成 12 年 4 月 1 日から適用する。 
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附 則(平成 14 年 4 月 1 日要綱) 

この要綱は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 18 年 4 月 1 日要綱) 

この要綱は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 19 年 6 月 1 日要綱) 

この要綱は、平成 19 年 6 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 20 年 4 月 1 日要綱) 

この要綱は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 26 年 4 月 1 日要綱) 

この要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 30 年 4 月 1 日要綱) 

この要綱は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
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３ 委員名簿 

 

 

番号 所属 職名 氏名 関係部門 

1 知多郡医師会美浜支部 代 表 前 田 一 之 
第3条第5号 

医師、歯科医師及び薬剤師 

2 知多郡南部歯科医師会 代 表 榊 原   武 
第3条第5号 

医師、歯科医師及び薬剤師 

3 
美浜南知多薬剤師会 

美浜支部 
代 表 須 田 敏 治 

第3条第5号 

医師、歯科医師及び薬剤師 

4 
特別養護老人ホーム 

ビラ・オレンジ 
施設長 渡 邊 多 惠 子 

第3条第3号 

福祉団体関係者 

5 知多厚生病院 事務部長 池 田 智 志 
第3条第3号 

福祉団体関係者 

6 愛知県半田保健所 健康支援課長 古 橋 完 美 
第3条第4号 

行政機関関係者 

7 
愛知県知多福祉相談 

センター 

次長兼 

地域福祉課長 
蟹 江 毅 弘 

第3条第4号 

行政機関関係者 

8 美浜町社会福祉協議会 会 長 横 田 全 博 
第3条第3号 

福祉団体関係者 

9 
美浜町民生・児童委員 

協議会 
会 長 小 笠 原 政 美 

第3条第3号 

福祉団体関係者 

10 
美浜町老人クラブ 

連合会 
会 長 山 田 道 夫 

第3条第2号 

被保険者 

11 
美浜町老人クラブ 

連合会 
副会長 廣 野 與 志 郎 

第3条第2号 

被保険者 

12 人権擁護委員  大 岩 久 晃 
第3条第2号 

被保険者 

13 

日本福祉大学 

社会福祉学部 

健康社会研究センター 

教授 

センター長 
斉 藤 雅 茂 

第3条第1号 

学識経験を有する者 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美浜町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画 
 

発 行 ：美浜町 

編 集 ：厚生部 福祉課 高齢介護係 

住 所 ：〒470-2492 

愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面 106 番地 

T E L ：0569-82-1111（代表） 

F A X ：0569-83-0755（福祉課） 

U R L ：https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/ 

：令和 6 年 3月 

https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/

